
第２ 業務仕様書 

 この業務仕様書は、独立行政法人国際協力機構（以下「発注者」）が実施する

「2025-2029 年度沖縄センター施設管理・運営業務」に関する業務の内容を示すもの

です。本件受注者は、この業務仕様書に基づき本件業務を実施します。 

 

１．対象施設の概要   

(1) 名称：独立行政法人国際協力機構 沖縄センター   

 

(2) 設置経緯・目的：    

JICAは全国15カ所に国内機関を設置しており、所掌する地域の地方公共団体、

民間企業、大学その他団体等との連絡や連携、青年海外協力隊等のボランティ

アの募集や相談、日本国政府の政府開発援助（ODA）によって来日した外国人

の研修に係る業務等を行っています。   

JICAの国内機関は、地域と開発途上国の結節点と位置付けられており、「地

方創生」への寄与が期待されています。  

沖縄については、1985年に沖縄戦の激戦地でもあった浦添市前田の高台の斜

面に、開発途上国から沖縄の技術を学びに来る研修員の研修・宿泊を担う施設

として沖縄センター（JICA沖縄）が開設されました。  

1992年からは青年海外協力隊等ボランティア派遣業務がJICA沖縄の事業に加

わるとともに、国民参加や開発途上国における経験の国内への還元の促進のた

め、沖縄県内の学生等への開発教育や NGO等の能力強化の機能も拡充されまし

た。また、国際理解や地域のグローバル化促進のために、多国籍料理の食堂や

世界の本を中心とした図書資料室の一般開放、国際理解・協力のための施設の

貸出、おきなわ国際協力・交流フェスティバルの開催も開始し、さらに近年で

は、開発途上国の課題の多様化・高度化への対応や地方創生への貢献のため、

県内企業の新興・開発途上国への海外展開支援による企業等の新たなパートナ

ーとの協働、NGO・企業の協働・相談プラットフォームの設立、日系社会支援、

外国人材の受入・多文化共生の機能を拡げています。  

また、JICA沖縄は、沖縄振興に貢献することが沖縄振興特別措置法に規定さ

れており、これに基づき、2013年には JICAと沖縄県は都道府県レベルで初の

連携協定を締結。2022年 11月には、改正された沖縄振興特別措置法に基づき

2022年 5月に策定された沖縄振興計画にあわせ当該連携協定を更新しました。

さらに近年においては、成長戦略・地方創生、SDGs、県内のパートナーとの一

層の連携、沖縄の立地・特性を活かした国家安全保障戦略や「自由で開かれた

インド太平洋(FOIP)」における島嶼外交への貢献、等、JICAが沖縄振興へ貢献

することが益々期待されていることから、従来の研修・宿泊施設としての機能

に加え、沖縄県民の国際協力に対する関心を深め、国際協力活動に取り組む際

の拠点となることを目指しています。   
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(3) 沖縄センター 所在地及び情報：    

施設名称  独立行政法人国際協力機構 沖縄センター（通称：JICA沖縄）  

所在地  沖縄県浦添市字前田１１４３－１  

用途  寄宿舎および研修センター  

竣工年  管理研修棟・厚生棟・宿泊棟本館・体育館:1985年  
宿泊棟別館・ニライホール：1999年  
エネルギー棟：2014年  

構造  管理研修棟   ：RC造 地上 3階  
厚生棟     ：RC造 地下 1階 地上 2階  
ニライホール  ：RC造 地上 3階  
宿泊棟本館   ：RC造 地上 3階  
宿泊棟別館   ：RC造 地上 3階  
体育館     ：RC造 地上 3階  
エネルギー棟  ：RC造 地下１階  

敷地面積  24,224.60㎡  

宿泊室数  宿泊棟本館 78室 宿泊棟別館 26室 （計 104室）  

 

(4) 建物延床面積：6849.09㎡   

 

(5) 沖縄センターの施設紹介：以下のリンク参照。  

https://www.jica.go.jp/domestic/okinawa/office/sisetsu/index.html 

※沖縄センター建物配置図（詳細）については、「非公開」資料のため、「第

1入札手続き ６．(1)」の入手方法を参照してください。 

 

(6) 現在の各棟の機能  

管理研修棟  ３階：執務室、スタジオ、健康相談室、会議室、倉庫  
２階：セミナー室、ラーニングコモンズ、CDN1室、倉庫  
１階：正面玄関、フロント、ロビー、広報展示室、セミナー室、ミーティ

ングルーム、建物管理事務室、守衛室、運転手控室、倉庫  
厚生棟  ２階：娯楽室、和室  

１階：ホール、食堂、厨房、従業員食堂、食堂事務室、食品庫、倉庫、従

業員休憩室  
地階：空調機械室、受水槽ポンプ室、設備管理室、倉庫  

ニライホール  ３階：多目的室、JICA-Net室、セミナールーム  
２階：JICAプラザ、図書資料室  
１階：エントランスロビー、倉庫、機械室、駐車場  

宿泊棟本館  共通：客室、ラウンジ、洗濯室、喫煙室、リネン庫、倉庫  
３階：ティーラウンジ  
２階：健康相談室  
１階：フロント、ロビー、ビデオルーム、ボイラー室  

宿泊棟別館  共通：客室  
３階：リネン庫  
２階：ELV機械室  
１階：洗濯室、ティーラウンジ、トランクルーム、トレーニングルーム  

  

(7) 休館日：  
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a研修管理棟（フロント A）：  

土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に定める休日、年末年始（12月 29

日から 1月 3日まで）   

b宿泊棟（フロント B）：休館日なし   

 

(8)JICA事務所の業務日：   

土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に定める休日、年末年始（12月 29

日から 1月 3日まで）を除く毎日（以下「平日」という。また平日以外の日

を「休日」という。）。   

   

２．業務の対象と業務内容   

JICA沖縄の施設利用者がより快適な施設利用をできるよう、建物・設備及び外構

等の性能を常時適切な状態に維持管理すると共に、適切な運営を行うことを目的と

し、次の（１）～（９）の各業務（以下、「各業務」という。）を行います。   

なお、発注者が求める仕様は、本紙及び別紙に特別の記載がない限り、国土交通省

大臣官房官庁営繕部「建築保全業務共通仕様書令和５年版」（以下、「共通仕様書」

という。）のとおりです。    

1. 総括業務   

a.業務の概要   

委託された全業務の統括業務。   

（会議室等（会議室、セミナールーム他）設営業務を含む）  

b.業務の内容   

別紙１のとおり。   

2. フロント業務   

a.業務の概要   

施設の全ての来館者の受付・宿泊に関する業務。   

b.業務の内容   

別紙２のとおり。   

3. 清掃業務   

a.業務の概要   

施設内外・客室の清掃業務(リネン類等サプライサービス及びその他備品に

係るクリーニング業務含む)。   

b.業務の内容  

別紙３のとおり  

4. 警備業務   

a.業務の概要   

施設の保安警備。   

b.業務の内容   

別紙４のとおり。  

5. 設備管理業務   
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a.業務の概要   

施設の設備管理及び運用。   

b.業務の内容   

別紙５のとおり。  

6. 車両運行管理業務   

a.業務の概要   

研修員を含むセンター関係者の送迎。   

b.業務の内容   

別紙６のとおり。  

7. 食堂運営業務   

a.業務の概要   

食堂運営業務。   

b.業務の内容   

別紙７のとおり。  

8. 植栽管理業務   

a.業務の概要   

施設の植栽管理業務。   

b.業務の内容   

別紙８のとおり。  

9. その他業務   

a.業務の概要   

その他業務。   

b.業務の内容   

別紙９のとおり。  

  

また、本業務を実施するに当たっては、以下の観点から、受注者の創意工夫を反

映し、公共サービスの質の向上（包括的な質の向上、効率化の向上、経費の削減等）

に努めるものとします。なお、提案に当たっては、本業務を当機構と共に実施する

パートナーとして、機構からの指摘を待つことなく自律的に取り組むことが求めら

れます。   

   

(1) 本業務の実施全般に対する提案  受注者は、当機構との協議により定める

形式に従い、本業務の実施全般に係る質の向上の観点から取り組むべき事

項等の提案を行ってください。   

(2) 事業内容に対する改善提案  受注者は、当機構との協議により定める形式

に従い、事業内容に対して、改善すべき提案（コスト削減に係る提案を含

む。）がある場合は、具体的な方法等を示すとともに、従来の実施状況と

サービスの提供内容が同等以上の質が確保できる根拠等について、提案を

行ってください。   
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３．業務期間開始前及び終了時の引継方法   

(1) 現行業者から変更がある場合には引継ぎを2025年 3月中旬から下旬にかけて実施

予定です。引継ぎの業務量は、本契約の「総括及び各業務責任者」の引継ぎ期間

に相当する人月を想定し、その際の引継ぎ業務については本契約の単価をベース

に別途新規業者との間で協議し、随意契約を締結します。   

(2) 本業務の契約期間が終了する際、本業務を引継ぐ者に対し、次期委託業務開始前

までに実地研修を含む少なくとも２週間以上の引継ぎを行うこととします。当本

業務を引継ぐ者が決定後１カ月以内に引継ぎを開始して、業務を円滑に実施する

ための知識（各業務のフロー、運用規則等の理解）の移転が終了するまで行うも

のとします。なお、契約期間開始前に業務を行っていた者が引き続きその業務を

行うこととなる場合には、この限りではありません。   

(3) 本業務の契約期間が終了する際、本業務の遂行に当たり使用した設備・備品等に

ついては、原状回復をした上で発注者に引き渡してください。また、受注者が本

業務に供するために持ち込んだ設備・備品等については、すべて受注者の負担で

撤去してください。   

(4) 本業務の契約期間が終了する際、発注者が提供した情報については、書類や電子

データ等媒体の種類に関わらず、すべて発注者に返却するか適正に破棄してくだ

さい。また、受注者が本業の遂行に当たり収集した情報及び本実施要項において

作成が義務づけられている書類又は電子媒体については、すべて発注者に無償で

引き渡してください。   

   

４．業務実施上の留意事項   

(1) 業務に対して各部門が密に連携を取り、発注者への報告・連絡・相談を励行し、 

JICA沖縄の質の向上及び経費削減の観点から取組むべき事項に対して積極的な提

案を行ってください。  

(2) 施設利用者は、①宿泊者（技術研修のため開発途上諸国から来日し、宿泊する研

修員等）②来館者（業務関係者、おきなわ地球ひろば見学者、食堂利用者等）、

③勤務者（JICA職員等）に大別されます。受注者は業務履行にあたり、各施設利

用者が満足感・安心感をもって利用目的を遂行できるよう支援を行って下さい。  

(3) 外国人研修員は、開発途上国の将来の発展を担う重要な人材です。受注者一人一

人は研修員に最も身近な日本人として映ることから、日本の印象をよくするため

の行動に留意して下さい。  

(4) JICA沖縄の業務は、当機構と各団体・企業の間で締結されたさまざまな契約に基

づき実施されることから、受注者の業務履行にあたっては、これら諸契約の受注

者との関係を理解した上で、権限の範囲内で発注者の代理人として接し、諸契約

が円滑に行われるよう協力して下さい。  

(5) 各業務の実施に当たっては、利用者等の安全確保を第一に優先するとともに、サ

ービスの向上について十分配慮して下さい。また、法令の遵守を徹底するととも

に、善良なる管理者の注意をもって管理物件を管理して下さい。  
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(6) 施設の維持管理は予防保全を基本として下さい。  

(7) 建築物（附帯設備含む）が有する性能を保ち、財産価値の確保を図って下さい。  

(8) 設備機器の故障等に起因するサービスの中断等のリスク低減に努め、故障等の際

は、早急な回復に努めて下さい。  

(9) 施設管理に関する運用・維持管理・補修にかかる生涯費用（ライフサイクルコス

ト）の削減に努めて下さい。  

(10) 省資源、省エネルギーに努めて下さい。  

(11) 環境汚染等の発生防止に努めて下さい。  

(12) 施設の維持管理に係る関連法令等の情報収集に努め、法令・規則等の変更等

があった場合には発注者に知らせて下さい。  

(13) 施設の老朽化に対応するために数か月から十数か月間にわたる工事等が発生

する場合や、中長期計画の変更により、業務量等の変更が見込まれる場合は、契

約内容の変更があり得ます。中長期の施設整備計画は別紙１１を参照ください。  

(14) 研修員及び一般利用者の宿泊者数が、複数か月にわたって著しく僅少となる

場合は、契約条件の見直しについて発注者・受注者間で協議します。 

(15) 受注者の責によらない止むを得ない理由で、業務量を増加する場合には、機

構と協議の上、両者が妥当と判断する場合に、契約変更を行うことができます。

受注者は、このような事態が起きた時点で速やかに担当事業部と相談して下さい。 

  

 ５．サービスの質の設定   

本業務の実施に当たり達成すべき質及び最低限満たすべき水準は以下のとおり

とします。   

   

(1) 本業務の包括的な質   

  本業務を通じて包括的に達成すべき質は、施設利用者の快適な施設利用を可能と

するとともに、施設における公共サービスの円滑な実施を可能とすることであり、

具体的には以下のとおりとします。     

① 応対サービス・施設快適性の確保  

a. 機会あるごとに JICA沖縄の施設利用者（研修員の他宿泊者及び来館者）、

食堂利用者（一般利用者）から、「お客様ご意見カード等」で要望、改

善提案等の声を拾う。   

b. 利用者の声に対し対応策検討・実施し、発注者と受注者との定期会合等

で報告を行う。  

c. すぐに対応が困難な要望・改善提案については、発注者と協議をし、サ

ービスの質の向上に向けた具体的な方策を検討する。  

  

② 業務継続の確保   

a. 平常時   
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本業務の不備に起因する空調停止、停電、断水が発生しないこと。（0回）   

本業務の不備に起因する当施設における事業及び執務の中断がないこと。

（0回）   

b. 緊急時   

大地震・火災等の緊急事態が発生し、発注者がその業務の一部又は全部を

停止した場合において、当施設が機能を復旧する過程で、本業務の不備

に起因した復旧の遅れが無いこと。（0回）   

   

③ 安全の確保   

本業務の不備に起因した人身事故又は物損事故の発生が無いこと。（0回）   

   

(2) 各業務において確保すべき水準   

各業務において確保すべき水準については、別紙１～９において定める各業

務の内容を確保することとします。なお、各業務については、技術提案書で改

善提案を行うことができます。   

   

(3) 創意工夫の発揮   

本業務を実施するにあたっては、以下の観点から受注者の創意工夫を反映し、

本業務の質の向上（包括的な質の向上、効率性の向上）及び経費の削減等に努

めるものとします。   

   

① 本業務の実施全般に対する改善提案：受注者は、本業務の実施全般に係る質

の向上及び経費削減の観点から取組むべき事項の改善提案を行うことができ

ます。その際、具体的な方法や手順を示すとともに、現行基準レベルの質が

確保できる根拠等を技術提案書に明示することとします。   

 

② 各業務に関する改善提案：受注者は、本業務における各業務に係る質の向上

及び経費削減の観点から取組むべき事項の改善提案を行うことができます。

その際、質の向上に向けた具体的な方法を示すとともに、現行基準レベルの

質が確保できる根拠を技術提案書に明示することとします。   

 

③ サービスの最低水準：受注者は、各業務において、当該業務を達成する上で

クリアすべき最低水準と考えるサービス内容について技術提案書に記載する

こととします。   

   

６．委託費の支払方法   

（１）発注者は、本業務の契約期間中の検査・監督を行い、確保すべき水準（技術提

案書に改善提案があった事項を含む。）の到達状況及び実施状況を報告書や目視
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等により確認した上で、委託費を毎月支払うものとします。また検査・監督の結

果、これらが満たされていない場合は、発注者は再度業務を行うように改善の指

示を出すとともに、受注者は業務改善計画書を発注者に提出した上で所要の改善

を行うこととします。改善後の確認ができるまでの間、委託費の支払いを保留し

ます。  

  

（２）委託費の支払いに当たっては、受注者は当該月分の業務の完了後、発注者との

間で予め定める書面により当該月分の支払請求を行います。発注者は、これを受

領した日の翌日から３０日以内に所定の金額を受注者に支払うものとします。   

   

（３）セミナールーム等設営業務及び客室清掃業務、リネン類等サプライサービス及

びその他備品に係るクリーリング業務については、単価契約として、発注者と受

注者の間で合意した単価と実施回数に基づき請求額を算出し、支払うものとしま

す。なお、仕様書に記載のない業務が発生した場合は発注者と受注者の間で別途

打合せのうえ、請求額を決定します。   

   

７．費用負担等に関するその他の留意事項   

(1) 消耗品等   

本業務で使用する消耗品は本業務仕様書（別紙含む）に「発注者負担」と記載

があるものについて、負担します。ただし、本仕様書内には、「本契約に含んで入

札する項目」と「受注者が決定してから、両者で協議もしくは打合せのうえ、別

途単価の決定や業務量を調整する項目」があります。よって、入札額記載の際は、

十分留意してください。（今回の入札に含める項目は「第４ 経費にかかる留意事

項」添付「入札書にかかる積算時注意事項」参照）。なお、発注者が負担する現在

の消耗品・貸与品は別紙１-３のとおり（2024年 4月実績）。 記載のないものに

ついては、発注者と受注者で協議のうえ、決定します。  

   

(2) 什器備品、計器、工具類等   

業務に必要な物品を無償で受注者に貸与します。貸与品は、上記（１）の別紙

１-３にふくまれています。   

   

(3) 光熱水料   

発注者は、受注者が本業務を実施するために必要な光熱水料（食堂運営に必要

な光熱費を含む）を負担します。   

   

(4) 施設・設備使用料   

発注者は、受注者が本業務を実施するために使用する施設（従業員控室、従業

員休憩室、機材置場等）を無償で受注者に貸与します。また、駐車場スペースに

ついては、原則、無料で提供しますが、工事の期間中など特別な配慮を要する期
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間については、貸し出しが困難な状況が発生する可能性があります。その場合は、

発注者・受注者協議のうえ、方策を決定するものとします。  

   

(5) 通信料、インターネットプロバイダー接続に係る経費   

発注者の所有する電話機のうち、受注者が専ら自らの用務のために使用する者

の通信料は受注者の負担とします。また、インターネットを利用する場合のプロ

バイダー接続・利用に係る経費は受注者の負担とします。   

   

(6) 法令等の変更による増加費用及び損害の負担   

法令等の変更により、受注者に生じた合理的な増加費用又は損失については、

以下の①から ③のいずれかに該当する場合には発注者が負担し、それ以外の変更

については受注者が負担するものとします。   

   

① 本件事業に類型的又は特別に影響を及ぼす法令、基準等の変更及び税

制度の新設   

② 消費税その他類似の税制度の新設・変更（税率の変更を含む）   

③ 上記①及び②のほか、法人税その他類似の税制度の新設・変更以外の

税制度の新設・変更（税率の変更を含む）   

   

(7) その他   

① 立替金が発生した場合の精算手続きに必要な「証拠書類」とは、「そ

の取引の正当性を立証するに足りる書類」を示し、領収書又はそれに

代わるものとなります。証拠書類には「 ①日付、②宛名（支払者）、

③領収書発行者（支払先）、④受領印又は受領者サイン、⑤支出内容」

を明記してください。なお、適格請求書発行事業者として登録されて

いる支払先からは、適格請求書として必要な記載事項が記載された適

格請求書又は適格簡易請求書を「証拠書類」として取得してくださ

い。  

② 受注者の責によらない止むを得ない理由で、業務量を増加する場合に

は、機構と協議の上、両者が妥当と判断する場合に、契約変更を行う

ことができます。受注者は、このような事態が起きた時点で速やかに

発注者に相談してください。  

③ 受注者に生じた増加費用又は損失が、業務仕様書に示したこれまでの

実績に基づき想定した数量等と契約後の実績との乖離に起因する場

合で、なおかつ、該当する費用が加重平均で 10％以上増加した場合

には、受注者は契約変更について協議を発注者に申し入れることがで

きます。 履行期間が複数年度に及ぶため、物価や人件費上昇を反映

させる必要が生じた場合は単価を増額する可能性があります。   

④ 契約履行にあたり、現行業者から変更がある場合には引継ぎを 2024

年 3月中旬から下旬にかけて実施予定です。その際の引継ぎ業務につ
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いては本契約の単価をベースに別途新規業者との間で随意契約を締

結します。  

    

  

８．入札の実施手続及びスケジュール（予定）  

   

手続   スケジュール   

入札公告 JICA HP 掲載  2024年 11月 27日予定  

業務内容説明会   2024年 12月 11日  

入札等に関する質疑応答   2024年 12月 26日  

競争参加資格確認申請書の提出期限   2025年 1月 14日  

技術提案書の提出期限   2025年 1月 17日  

プレゼンテーション・技術提案書の評価   2025年 1月 24日  

開札・落札者予定者等の決定   2025年 1月 27日  

契約締結   2025年 2月上旬頃   

引継期間   2025年 3月中頃から下旬   

事業開始   2025年 4月 1日   

 

９．契約により受注者が講ずべき措置に関する事項 

(1) 業務報告書の作成、提出及び保管 

① 受注者は、本業務の履行結果を正確に記載した業務日報、業務月報を

作成し、保管又は提出すること。 

② 受注者は本業務開始前にすべての業務報告書の書式を発注者に提出

し、承諾を得ること。 

③ 受注者は、業務期間中、業務日報を毎日作成し、翌日（当該日が休日

の場合には、その前後の平日とする。）までに発注者に提出すること。

発注者の確認を受けた後の業務日報は、業務期間中いつでも閲覧できる

ように保管すること。 

④ 受注者は、業務期間中、当月分に係る業務月報を、その月の翌月の 10

日（当該日が休日の場合には、その直後の平日とする。）までに発注者

に提出すること。 

⑤ 発注者の確認を受けた後の業務月報は、業務期間中いつでも閲覧でき

るように保管すること。受注者は、発注業務の履行を通じて、環境対策

や防災対策などに関して提案があれば、任意の書式で意見を提出するこ

と。 

(2) 発注者による調査への協力 

発注者は、受注者による業務の適正かつ確実な実施を確保する必要がある

と認めるときは、受注者に対し、本業務の状況に関し必要な報告を求め、

又は受注者の本施設事務所等に立入り、本業務の実施状況若しくは帳簿、

書類等を検査し、もしくは関係者に質問することができる。 

(3) 指示について 
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発注者は、受注者による本業務の適正かつ確実な実施を確保するために必

要があると認めるときは、受注者に対し、必要な措置を取るべきことを指

示することができる。また、発注者は、本業務の検査・監督において業務

の質の低下につながる問題点を確認した場合は、随時受注者に指示を行う

ことができるものとする。訓練所による指示の経路については、以下のと

おりとする。 

① 総括主任を通じた報告、指示 

受注者から発注者への業務計画書・作業報告書その他の関係書類（以

下「各種書類」という。）の提出及び各種の報告は、下記②の緊急時

等を除き原則として総括主任を通して行うものとする。発注者は、

提出された各種書類及び各種の報告の内容について修正、追加、処

置方法等について総括主任に必要な指示を行うものとする。 

② 緊急時等における報告、指示 

故障・不具合の発生時及び業務の立会時等、早急な判断、対応を必

要とする場合（以下「緊急時等」という。）には、各業務の従事者は、

発注者に直接報告を行うことができる。また、緊急時等には、発注

者は各業務の従事者に直接指示を行うことができるものとする。こ

のような場合、各業務の従事者は総括主任に対して、必ず事後報告

を行うものとする。 

③ 打合簿による確認 

発注者が受注者に指示した内容や指示に対する受注者の対応を確認

するため、あるいは本契約内容の変更に必要な手順等を確認するた

め、その他必要に応じ、発注者と受注者は、監督職員と総括主任と

の打合簿による確認をすることができる。 

(4) 契約に基づき受注者が講ずべき措置 

① 業務の開始及び中止 

(ア) 受注者は、締結された本契約に定められた業務開始日に、確

実に本業務を開始しなければならない。 

(イ) 受注者は、やむを得ない事由により本業務を一時中断しよう

とするときは、あらかじめ、発注者の承認を受けなければならな

い。 

② 公正な取扱い 

(ア) 受注者は、本業務の実施にあたって、訓練所施設利用者を合

理的な理由なく区別してはならない。 

(イ) 受注者は、訓練所施設利用者の取扱いについて、自らが行う

他の事業における利用の有無等により区別してはならない。 

③ 金品等の授受の禁止 

受注者は、本業務において、取引業者より金品等を受け取ること

又は取引業者に金品等を与えることをしてはならない。 

④ 宣伝行為の禁止 
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受注者及び本業務に従事する者は、本業務の実施にあたって、自

らが行う業務の宣伝を行ってはならない。また、受注者及び本業

務を実施する者は、本業務の実施の事実をもって、第三者に対し

誤解を与えるような行為をしてはならない。 

⑤ 法令の遵守 

受注者は、本業務を実施するにあたり適用を受ける関係法令等を

遵守しなければならない。 

⑥ 安全衛生 

受注者は、本業務に従事する者の労働安全衛生に関する労務管理

については、責任者を定め、関係法令に従って行わなければなら

ない。 

⑦ 記録・帳簿書類等 

受注者は、本業務に関して作成した記録や帳簿書類を、本業務を

終了し、又は中止した日の属する年度の翌年度から起算して 5年

間保管しなければならない。 

⑧ 権利の譲渡 

受注者は、原則として、本契約に基づいて生じた権利の全部又は

一部を第三者に譲渡してはならない。 

⑨ 権利義務の帰属等 

(ア) 本業務の実施が第三者の特許権、著作権その他の権利を抵触

する時は、受注者は、その責任において、必要な措置を講じなく

てはならない。 

(イ) 受注者は、本業務の実施状況を公表しようとするときは、あ

らかじめ、発注者の承認を受けなければならない。 

⑩ 一般的損害 

本業務を行う際に生じた損害（本仕様書に記載した損害を除く）

については、受注者がその費用を負担する。但しその損害のうち

受注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては発注者

が負担する。 

 

１０．その他実施に関し必要な事項 

（１） 会計検査について 

受注者は、本業務の内容が会計検査院法（昭和 22年法律第 73号）第 22

条に該当する場合又は同法第 23条第 1項第 7号に規定する「事務若しく

は業務の受託者」に該当し、会計検査院が必要と認める場合には、同法第

25条及び第 26条により、会計検査院の実地の検査を受けたり、同院から

直接又は発注者を通じて、資料・報告等の提出を求められたり又は質問を

受けたりすることがある。 

（２）．秘密の保持 

12



 
 

受注者は、本業務に関して発注者が開示した情報等（公知の事実等を除

く。）及び業務遂行過程で作成した提出物等に関する情報を漏洩してはな

らないものとし、そのための必要な措置を講じてください。受注者（その

者が法人である場合にあっては、その役員）若しくはその職員その他の本

業務に従事している者又は従事していた者は業務上知り得た秘密を漏ら

し、又は盗用してはなりません。これらの者が秘密を漏らし、又は盗用し

た場合には、法第 54条により罰則の適用があります。  
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業務仕様書 別紙 

 

別紙１    総括業務  

別紙１-１   会議室等設営業務  

別紙１-２   2023年度会議室設営状況  

別紙１-３   発注者消耗品・貸与品リスト  

別紙１-４   2023年度沖縄センター消防計画書（災害用機器・備品リスト含む）  

別紙１-５  主要イベント・行事等 

 

別紙２    フロント業務  

別紙２-１  フロント販売品リスト 

別紙２-２  フロント福利厚生用管理備品・設置備品一覧 

別紙２-３  2018-2023年度 フロントにおける月別受付人数、 

             月別宿泊受付人数、月別宿泊数（入館率） 

 

別紙３  清掃業務  

別紙３-１ 客室整備業務実施要領   

別紙３-２ 一般清掃業務実施要領  

別紙３-３ 床材別清掃面積表 

別紙３-４ 屋外清掃面積表 

別紙３-５ リネン類等サプライサービス及びその他備品に係るクリーニング業務  

 

別紙４   警備業務 非公開  

別紙４-１ 警備巡視業務要領 非公開 

※監視カメラ配置・機材の一覧は５-５沖縄センター設備機器概要一覧非公開資料参照 

 

 

別紙５    設備管理業務 

別紙５-１  設備運用・管理実施要領  

別紙５-２  設備管理基準 

別紙５-３  建物設備点検実施要領・日常巡視点検業務基準表 

別紙５-４  設備定期点検保守等業務実施要領   

別紙５-５  沖縄センター設備機器概要一覧 非公開 

       ※監視カメラ配置・機材の一覧が含まれるため非公開とする 

 

別紙６  車両運行業務 

 

別紙７   食堂運営業務  

別紙７-１ 食堂運営実施要領 
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別紙７-２ 飲料等自動販売機 設置・運営実施要領 

別紙７-３ 食堂業務費用負担区分 

別紙７-４ 食堂厨房用備品一覧 

別紙７-５ 2018-2023年度月別食堂利用者数 

 

 

別紙８  植栽管理業務  

別紙８-１ 2023年度植栽管理業務年間作業実施表 

別紙８-２ 沖縄センター植栽維持管理対象植物 

別紙８-３ 指定木植物活性剤養生管理計画 

 

別紙９  その他業務 

別紙９-１ インターネットサービス仕様書 

 

 

別紙１０  JICA環境方針 

別紙１１  施設整備計画 

別紙１２   沖縄センター建物概要 

別紙１３   沖縄センター建物配置図（詳細）非公開 

 

 

--------------------------------------------------------------------------- 

（別途配布資料） 

以下の非公開資料については、資料交付の際に「機密保持誓約書」（様式集参照）を

PDFでメールにて提出してください。 

 

別紙４   警備業務 

別紙４-１ 警備巡視業務要領  

別紙５-５ 沖縄センター設備機器概要一覧  

別紙１３ 沖縄センター建物配置図（詳細） 
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別紙２  

２．フロント業務  

当該業務の内、宿泊サービス業務は、諸外国から来館する研修員、日本人関係

者の受付、宿泊手続き、ルームキーの受け渡し、電話取次業務を行う。また、フ

ロントとして、地球ひろばへの見学者を含む一般来館者の受付･案内等を行う。 

業務の実施にあたっては、センターとも密接な連携を保持のうえ、センター入館

者、来訪者へのサービス提供及び動向を把握し、円滑にその業務を行うものとす

る。なお、研修員等外国人への対応は原則として英語で行う。  

フロントは、センターの顔として全ての利用者に親切丁寧な応対を心掛ける。

また、多岐にわたる業務内容であることから、効率的、かつ臨機応変に業務に取

り組むこと。  

  

１ 業務内容  

当センターには管理棟 1階及び宿泊棟 1階の 2か所にフロントが設置されてお

り、それぞれをフロントＡ及びフロントＢという。フロント業務は、総括主任並

びに関係部門との連携を図りながら、開発途上国から来館する研修員等に係る対

応等に加え、来訪者への案内等を主たる業務とし、以下の業務を行う。 

（１）一般受付業務  

ア. 来訪者の対応（案内、取り次ぎなど）来訪者のカテゴリーは概ね以下の

とおり。  

・ 研修コースの講師等センターの業務実施に関係する業務関係者  

・ センター関係者（職員、研修員等）への面会者  

・ 施設管理関係業務にかかわる各種保守、工事、搬入業者等  

・ 食堂を含むセンター施設の利用者  

・ その他センターが主催する各種一般公開イベントへの参加・見学者  

※一般の施設見学希望者（平日 9:30～20:00）については、フロントＡに

て自由見学であることを案内する。 

イ. 来訪者名簿の作成  

ウ. 各種申請書・提出書類の受理 ・配布 

エ. 不審者の発見、然るべき対処、報告その他必要な処理  

オ. 出入者、出入業者の搬出入の監視 

カ.  電話の対応、取次ぎ業務  

・フロントに直接かかる電話の他、JICA 業務時間内（平日 9:30 から

17:45）で、職員不在時に JICA の電話番号にかかってきた外線電話はす

べて受ける。受け手不在時にはメッセージを伝達する。  
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キ. 郵便物、宅配便の仕訳、保管、館内配達及び宅配便の受付、発送 

 

（２）施設および貸出機材利用に係る業務  

ア. 館内案内放送業務（研修員、所員、館内関係者、一般来訪者等に対する

館内アナウンスを必要に応じ、また発注者の指示に基づき実施）  

イ. 自動販売機のトラブル発生時の業者等への連絡対応  

ウ. 給茶機（食堂以外）の管理（お茶補充、メンテ）、電子レンジ・コーヒー

メーカー等の管理（宿泊棟） 

エ. 研修用機器にかかる貸出、使用方法の説明と故障時の対応。（研修員用貸

出パソコン、研修員用複写機等を想定） 

オ. 身障者用いす型昇降機・厚生棟エレベーターの操作及び介助。  

カ. フロントにて販売する物品の在庫管理及び補充（別紙１－３「発注者貸

与品・消耗品」参照） 

キ. 台車、車椅子、担架の管理、貸出  

 

（３） 研修員に対する情報提供や福利厚生に係る業務  

ア. 各種福利厚生イベント情報の案内 

（所定の場所への掲示、研修員へのチラシの配布などを含む） 

イ.   各種福利厚生イベント参加者受付と参加者への最終案内  

ウ. 沖縄県内の観光地、各種施設、近隣店舗等の情報提供  

エ. 研修員からの観光、買い物、生活等に関する相談対応  

オ. 研修員共用施設・設備の管理（備品の故障等に係る対応を含む） 

カ. 福利厚生に係る貸出物品の管理（消耗品の補充、破損や故障の対応を含

む、福利厚生用備品は 別紙２-２フロント福利厚生用管理備品・設置備

品一覧参照）  

  

（４） 宿泊予約関連業務  

当センターはシングルルーム 81室、ワイドシングルルーム 15室、ツイン

ルーム 8室の計 104 室を保有している。 

 

（４）-１ 研修員等宿泊者の入退館業務  

〔入館関連〕  

ア. 部屋割の作成、変更調整  

イ. 入館事務手続き（チェックイン、研修員用ミールカード発行、歯ブラシセ

ット及びスリッパの配布（初回のチェックイン時））  
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ウ. 入退館者名簿及び宿泊者状況表の作成、整理、とりまとめ、報告  

エ. センター利用案内、注意事項等の資料作成及び手渡し、外泊時の届出、深

夜帰館の際の事前連絡等センター利用の説明、鍵の貸与、研修員用ミール

カード発行及び関連業務  

〔退館関連〕  

ア. 退館事務手続き（チェックアウト、退館完了確認） 

イ. 宿泊料金の受取り、領収書の発行及び総務課への受渡し 

ウ. 特に指定のある研修員の退館後の行先確認と各種対応報告およびその他必

要な処理。 

 

 

（４）－２ 宿泊者在館中の業務  

ア. 宿泊者の鍵の受け渡し(居室ロックアウト時の開錠を含む)  

イ. 各居室鍵の管理業務  

ウ. 外泊届の受付・深夜帰館予定の連絡受付  

エ. 居室内機器のトラブル受付及び対応  

オ. 面会者及び電話等によるメッセージ対応  

カ. 宿泊者との面会の受付（制限時間の説明含む） 

キ. 宿泊者からの各種問い合わせ事項に対する情報提供・対応 

ク. クローク業務 

ケ. 両替の取り扱い  

コ. 貴重品等管理の周知徹底とセフティーボックスの管理  

サ. 物品（遊具、楽器、ドライヤー等の生活用品）の貸出、管理（別紙１-３

「発注者消耗品・貸与品リスト」参照）  

シ. 切手類・洗剤棟の販売（別紙２－１フロント販売品） 

ス. 研修員向け国内外への荷物の発送の手続き 

セ. JICA 宿泊システム（研修事業総合システム）への入力・管理業務 

ソ. トランクルーム（倉庫）の管理 

タ. 貴重品等管理にかかる周知徹底（各自責任の下、管理を周知） 

チ. センター滞在中の研修員の母国の独立記念日等に当該国の紹介（ロビーで

の国旗掲示、食堂等での写真・民芸品展示他） 

  

（４）－３ 研修員の研修旅行時に関する荷物一時預かり旅行出発、到着時の入

退館業務は、上記（４）－１の業務に準ずる。  
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（４）－４ 非常事態に対する対処  

ア. 夜間休日病院同行（平日日中は健康相談員が常駐しているため、フロント

で病院同行をすることはない）  

(a) 予め定めた病院に同行、医師の診察時の立会い。 

(b) 状況によって１１９番通報、救急車要請。 

イ. 災害等緊急事態発生時の応対（別紙１-４「沖縄センター消防計画」参

照）   

(a) 火元の確認等状況の的確な判断 

(b) １１９番への通報。 

(c) 宿泊者の安全避難のための館内避難放送及び誘導の実施。 

(d) 消防車の到着後における付近の警戒。 

ウ. 侵入の疑いのある者を発見した場合 

(a) 警備スタッフと協力及びしかるべき対応の実施。 

(b) 人相、着衣、年齢、身長、体格等の特徴の記録 

エ. 研修員同士のトラブルが発生した場合 

(a) 警備スタッフの館内維持秩序維持業務の補佐。 

(b) マスコミ等外部からの問い合わせにかかる取次（内容を聞き取

り、監督職員に直ちに連絡） 

※連絡順序：フロント主任→総括主任→監督職員とする。 

オ.  館内での紛失、盗難、その他研修員又は来訪者からの苦情 

(a) 総括主任、警備スタッフ等と連携及び協力のうえ、事実確認の実

施。（同時に監督職員に状況報告） 

(b) 監督職員への結果報告（報告書提出） 

 

 

（４）－５ その他の業務  

ア. 来館者や宿泊者に対する各種お知らせの作成・掲示・配布  

イ. 拾得物の管理  

ウ. 宿泊棟共用（玄関、ロビー、ラウンジ、喫煙室（24時間開放）等）部分の

開錠・施錠、及び照明点灯消灯の管理  

エ. スポーツ施設（体育館、トレーニングルーム）及びスポーツ用具等の管理 

オ. 福利厚生用備品（別紙２－２福利厚生用管理備品一覧）の貸出・管理 

カ. 研修員向けノート PCの貸出・管理（ノート PCは発注者が調達及び保守管

理を実施） 
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２ 人員配置  

  

 当該業務のため、以下の人員を配置する。  

●フロント主任     常勤１名(日勤)  

●フロントスタッフ（日勤・夜勤）：最大 7 名（日勤のみ兼務可） 

・スタッフの内、1名は「総括業務 事務員の兼務」を想定。 

・フロントスタッフについては、常勤 最大７名を想定し、追加で必要な時

には、発注者と協議の上、要員の追加配置を可とする。（追加配置について

は、本契約には含めない） 

 

ア. フロント主任は、平日のセンター勤務時間（9:30 から 17:45 まで）は、

原則センターで勤務することとする（シフトの都合で勤務時間が若干ず

れることは可）。なお、休憩時間は、業務の都合に応じ、受注者が自由に

設定できる。 

イ. フロント主任が休暇等の理由により一時的に不在となる場合は、フロン

ト主任代理を立てることができるものとし、予め監督職員に通知するこ

と。 

ウ. 外国人研修員に対する各種説明・交渉を英語で行う必要があるため、フ

ロントには、英語による業務が円滑に遂行できる者（TOEIC730 点以上相

当）を必ず１名以上配置するものとする。 

エ.  フロント主任又はフロントスタッフのうち最低２ 名は、センターに 24 

時間常駐する体制とすること。なお、夜勤人員が他業務を兼務すること

は認めない。研修員の利用の少ない閑散期（概ね 2月下旬～6月下旬）に

おいては、緊急時に警備スタッフと連携した体制が取れることを前提

に、最低 1名の 24 時間常駐も可とする。 

 

３ フロント受付時間、チェックイン・チェックアウト等  

ア.  フロント受付時間は以下の通り。フロントＢについて、受付時間外は

宿直室にて業務を行う。 

(a)フロントＡ（管理研修棟 1階）： 

毎日（原則、土日祝日を除く）  8:30～20:00 

(b)フロントＢ（宿泊棟 1階）：毎日 7:00～24:00 

イ. チェックアウトは 10：00、チェックインは 15：00 とする（原則）。た

だし、研修員の到着・出発に当たっては、上記アに拠らず、時間外にもチェ

ックイン・チェックアウトを行うものとする。ただし、レイトチェックアウ
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トを行うことにより部屋数が足りなくなり、チェックインができなくなる場

合には、チェックインを優先する。   
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屋外清掃面積表（外構）

別紙3-4
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４．警備業務 

 

警備業務は、センターの秩序維持、防犯、防火防災のためセンター内外の警備

を主な任務とし、警備業法その他関連法令及びセンターの諸規則に基づき、セン
ターと密接な連携を保持しつつ、円滑かつ安全環境を確保して実施する。以下に

記載のないものについては最新版 の国土交通省大臣官房官庁営繕部「建築保全
業務共通仕様書」（第６編 警備）に基づくこととする。 

 
1.業務内容 

警備業務は、下記 2.～7.及び別紙４―１「警備巡視業務要領」により行う。 

  

2.業務実施上の留意事項 

(1) センターの館内規則及び関連法令を遵守し、最適な方法により業務を実施す

る。 

(2) 業務実施にあたっては、センターの仕様に従い警備を適切に行うものとする。

防火防災業務については、消防法の規定に基づく防火管理者等の指示があっ

た場合、防火防災上遺漏なきよう実施する。（関連法令：警備業法、労働基

準法、労働安全衛生法、消防法、遺失物法、刑法、刑事訴訟法、その他関連

法令） 

(3) 当センターは、浦添市との間で「災害時における一時避難施設としての使用

に関する協定」を締結しており、大規模災害発生時に避難者を一時的に受け

入れることとされている。避難者の安全な誘導を行うための体制を確立して

おくこと。(避難者の受入対応は浦添市が実施) 

(4) 日勤体制については、中央監視室(警備室)に 1名、センター中央ゲート横で

の立哨警備に 1名の配置とする。 

(5) 本業務では、「日常勤務シフト表」、「残留者、深夜勤務者の出退時間の記録」

及び「警備日報（巡視点検表を含む）」を作成し、提出する。 

 

3.警備範囲及び警備内容 

 警備業務の対象範囲はセンター敷地内及び建物とし、以下の警備を実施する。 

(1) 通用口受付業務（定位置勤務） 

ｱ. 職員及び部外者出入状況確認チェック 

ｲ. 建物内外に搬出入する物品資材の確認チェック 

ｳ. 鍵の受渡、保管および記録 

ｴ. 警備上の受付業務及び記録・夜間受付(電話受付・入退管理簿) 

ｵ. 来館者の応対業務 

ｶ. 来館者車両の整理、車両の安全確認、車止め・ポール等の設置 

74



別紙４ 

非公開 

ｷ. 不審者の発見、侵入阻止及び必要に応じ警察への連絡 

ｸ. 監視カメラ装置による監視及び録画 

ｹ. セキュリティカード等の運用管理 

(2) 巡視業務 

別紙４－１「警備巡視業務要領」に基づき実施する。 

ｱ. 退館後の各階、各室の施錠確認等戸締まり確認 

ｲ. 各階非常扉施錠確認 

ｳ. トイレ、物置、更衣室、倉庫等の点検 

ｴ. 侵入者、不退去者、不審物の発見 

ｵ. 給湯室点検、ガス栓確認 

ｶ. 各階不用場所の消灯 

ｷ. 消火栓、消火器の目視点検 

ｸ. 喫煙場所等の火気の点検 

ｹ. 換気扇、電灯等の消し忘れ確認 

ｺ. 冷暖房消し忘れ確認 

ｻ. 外構部分及び庭の巡視 

(3) 駐車場の管理・案内 

ｱ. 不審者及び不審車の確認、然るべき対処、報告及びその他必要な処理 

ｲ. 駐車場の利用管理状況の把握 

ｳ. 利用者に対する案内 

ｴ. 予約があった場合の駐車場のスペース確保 

ｵ. 駐車場の車上確認管理 

(4) 電気錠の操作 

電気錠が付加されているすべてのドアについて、制御、警戒セットを行う。 

(5) マスター鍵の管理 

マスター鍵は一元管理し、管理者を指定して鍵貸出簿を備付け、貸出、返納

日時、貸出者名、使用者名、使用目的を明確に記録する。また、日常業務と

して鍵の本数チェックを行う。 

(6) その他付帯業務 

ｱ. 各出入口及び鉄扉等の開閉 

ｲ. 指示による特別警戒 

監督職員の指示により特別警戒を行う。 

ｳ. 非常事態発生時（火災、地震災害、デモ等）の警戒 

ｴ. 来訪者の立入禁止指定エリアの警備 

センターが一般来訪者、施設見学者、施設利用者（図書室、多目的ルーム、

食堂等の利用者）に執務スペースや客室エリア等、立入禁止を指示した場所
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に立ち入られないように立看板等で表示する。また、一般来訪者が研修員と

の面会場所を遵守するよう警備を行う。 

ｵ. その他警備上必要な業務 

ｶ. 国旗等の掲揚及び降納 

ｷ. 中庭可動式庇の開閉 

  

4.扉の開閉時刻（館内規則による） 

   

 

5.緊急事態発生時の処置 

(1)火災の場合 

  フロントと連携して、次の業務を行う。 

ｱ. 現場の状況の的確な判断 

ｲ. 初期消火を行う。 

ｳ. 宿泊者の安全避難のための誘導 

ｴ. 消防署への連絡（119番通報） 

ｵ. 消防車の到着後は、付近の警戒 

(2)台風の場合    

ｱ. 状況の的確な判断 

ｲ. 被害発生時の応急措置 

(3)地震の場合    

ｱ. 状況の的確な判断 

ｲ. 火災が発生した場合は初期消火を行う。 

ｳ. 宿泊者の安全避難のための誘導 

ｴ. 人的・物的被害が発生した場合は救急車を呼ぶ等、関連機関への的確な連絡  

時間 

場所 

平 日 休 日 

開 扉 閉 扉 開 扉 閉 扉 
管理棟 

玄関（フロントＡ） 

 

ゲート 

 

８：００ 

 

６：３０ 

 

２０：００ 

 

２２：００ 

 

適 宜 

 

適 宜 

 

適 宜 

 

適 宜 

宿泊棟 

玄関（フロントＢ） 

 

ゲート 

 

７：００ 

 

７：００ 

 

２４：００ 

 

２４：００ 

 

７：００ 

 

７：００ 

 

２４：００ 

 

２４：００ 

駐車場 適 宜 適 宜 適 宜 適 宜 

ニライホール 

玄関 

 

８：００ 
２０：００ 

～２２：００ 
適 宜 適 宜 
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非公開 

ｵ. 救急車の到着後は、救護活動への協力、付近の警戒 

(4)不審者の場合 

ｱ. 状況を確認のうえ、然るべき対処及び報告その他必要な処理（１１０番通報

等） 

ｲ. 人相、着衣、年齢、身長、体格等の記録 

(5)事件・事故発生の場合 

ｱ. 事件・事故の発生を認知した場合は、警備主任及び総括主任を経由してセン

ター総務課長に連絡すると同時に現場に急行し、負傷者の援護、事案の拡大

防止等の措置を講ずる。 

ｲ. 警察（１１０番）、消防（１１９番）等関係機関に通報するとともに現場の

保存にあたる。 

(6)不審物の場合 

  現場保存のうえ、然るべき対処及び報告その他必要な処理（１１０番通報等） 

(7)研修員等宿泊者間において発生した場合のトラブル 

  フロント等関連部門と連携のうえ、然るべき対処、報告及び必要な処理 

 

6.火災予防上の管理等 

(1) 防火扉、排煙口等の目視点検 

(2) 避難、誘導通路の障害物排除について点検確認 

(3) 点検事項管理図の作成 

(4) 警備が中心となりフロント等各部署と連携した消防訓練を年 2 回実施する。 

(5) 食堂関係者及び清掃等現業スタッフへの初期消火訓練の実施。 

(6) AED機器の操作訓練の実施 

 

7.人員配置 

●警備主任:常勤 1名 

●警備スタッフ（日勤・夜勤）: 適正人数（日勤のみ兼務可） 

・警備スタッフについては、常勤は６名を想定し、必要な場合について、発注者

と協議の上、要員の追加配置を可とする。（追加配置については、本契約には含

めない） 

(1)警備主任は、平日のセンター勤務時間（9:30から 17:45まで）は、原則セン

ターで勤務することとする。なお、休憩時間は、業務の都合に応じ、受注者
が自由に設定できる。 

(2)警備主任が休暇等の理由により一時的に不在となる場合は、警備主任代理を
立てることを認めるが事前にセンター職員に通知すること。 

(3)警備主任又は警備スタッフのうち最低 2名は、24時間、センターに常駐する
体制とする。緊急時には、夜勤人員が起床して業務に対応することを前提に
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非公開 

仮眠休憩をとることは可能であるが、他業務を兼務することは認めない。ま

た、上記前提において、仮眠休憩時も、2名体制で勤務中とみなす。 
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非公開 

４－１．警備巡視業務要領 

 

日中、夜間を通じて館内・館外巡視を次のとおり行うものとする。監視カメラ

の設置状況等を考慮のうえ、巡視時間、巡視箇所等は下記のとおりとする。 

 

Ⅰ．館内巡視 

 A. 巡視時間 6：00、20：00、22：00、24：00 

 （24:00～6：00については、巡視ではなくモニター監視による警備とする） 

 

 B. 巡視点検内容及び巡視箇所 

  １．各階共通点検事項 

（1）不審者、不審物の発見 

（2）施錠確認等戸締り 

（3）非常口扉施錠確認 

（4）湯沸・洗濯室点検 

（5）消火栓・消火器の目視点検 

（6）換気扇、電灯等の消し忘れ確認 

（7）冷暖房消し忘れ確認 

  ２．１階巡視箇所   

(1) フロント A・玄関ロビー 

(2)体育館ホール  

(3)体育館玄関 

(4)付属棟トイレ 

(5)付属棟更衣室 

(6)付属棟シャワー室 

(7)運転手控室 

(8)トイレ及び身障者用トイレ 

(9)広報展示室 

(10)ミーティングルーム１、２、３ 

(11) 建物管理事務所 

(12) UNC（ウチナーネットワークコンシェルジュ）事務所 

(13) セミナー室 101 

(14)給湯室 

(15)建管業者会議室 

(16)相談室 

(17)倉庫 A、B、建管業者用 
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非公開 

(18)守衛室 

(19)通用口 

(20)車庫 

(21)ニライホール玄関及び１Fホール 

(22)自動販売機コーナー（売切れ時の業者への連絡調整含む） 

  ３．２階巡視箇所 

(1)２階ロビー 

(2)トイレ 

(3)研修監理員室(200A、200B) 

(4)セミナー室、201A・B、202、203、204、205、206、207，208、209 

(5)図書資料室 

(6)JICAプラザ 

(7)管理棟と厚生棟間通路 

(8)給湯室 

(9)厚生棟  

（食堂ホール、調理室、倉庫、和室、レクリエーションルーム、 

ミュージックルーム） 

(10)職員及び客用トイレ 

(11)機械室・倉庫Ａ・倉庫Ｂ 

  ４．３階巡視箇所 

(1)スタジオ 

(2)会議室 

(3)給湯室 

(4)健康相談室 

(5)機械室 

(6)開発教育事務室 

(7)倉庫 

(8)研修委託先執務室・サーバ室 

(9) JICA執務室 

(10)トイレ・一次休憩室 

(11)多目的ルーム 

(12)セミナールーム 311(現プラットフォーム)、312(JICA-Net) 

(13)給湯室 

(14)倉庫(女子ロッカー室) 

  ５．宿泊棟（本館・新館） 

(1)フロント B 
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非公開 

(2)客室廊下 

(3)給湯室 

(4)自動販売機コーナー 

(5)洗濯室 

(6)リネン室 

(7)トランク室 

(8)ラウンジ 

(9)非常階段前 

(10)トレーニングルーム 

(11)健康相談室 

 

Ⅱ．館外巡視 

 A. 巡視時間  6：00、20：00、22：00、24：00 

（24:00～6：00については、巡視ではなくモニター監視による警備とする） 

 B. 巡視点検内容及び巡視箇所 

  １．共通点検事項 

(1) 植え込み及び死角になる場所の不審物発見 

(2) 不審者の発見 

(3) 立入禁止指定エリアの明示、及び不審者、不審物確認 

(4) 違法駐車の注意 

 

  ２．巡視箇所 

(1) 正面玄関 

(2) 正面玄関車寄せ及び植え込み 

(3) ニライホール玄関前及び周辺 

(4) 体育館及びプール周辺 

(5) 新エネルギー棟及び周辺 

(6) 管理棟裏の中庭 

(7) 厚生棟周辺及び中庭 

(8) 厚生棟と宿泊棟間斜面 

(10)宿泊棟周辺 

(11)給水塔周辺 
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５．設備管理業務  

  

設備管理業務は、センターに設置されている設備機器の安全な運転操作と適切

な保守点検整備を行うと共に設備機器の機能を常に最良の状態に保ち、異常若し

くは異常の予知兆候を察知した場合は、適切な処置を行い、設備の耐久化を図

り、施設の安全と衛生環境を確保するよう努めるものとする。  

本業務は、本仕様書に従い実施するものとするが、本仕様書に記載のない事項

については、最新版の国土交通省官房官庁営繕部「建築保全業務共通仕様書」

（以下「共通仕様書」という)による。また、本仕様書（本仕様書の別紙、共通

仕様書、現場説明書、質問回答書に記載の内容を含む）に定めがない事項は、監

督職員と協議する。  

  

1. 業務内容 ：別紙５－１「設備運用・管理実施要領」を参照 

  

(1)定期点検等及び保守業務（建築基準法第 12条に基づく点検業務を含む）  

(2)運転・監視及び日常点検・保守業務 

・ （(1)、(2)：別紙５－３「建築設備点検実施要領・日常巡視点検業務基準

表」に従い、下表の項目について実施） 

 

No. 業  務  内  容 

1 受変電設備点検 

2 空調設備保守点検 

3 送排風機整備 

4 空調用吹出口清掃 

5 各種ポンプ整備 

6 各種貯水槽清掃 

7 各種雑排水槽清掃 

8 グリストラップ清掃 

9 飲料水水質検査 

10 簡易専用水道検査 

11 室内空気環境測定 

12 給湯ボイラー整備 

13 ボイラー排ガス測定 

14 貯湯槽整備 

15 蓄熱槽整備 
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16 ソーラーシステム整備 

17 電気温水器整備 

18 自動制御装置点検 

19 非常用発電機点検 

20 エレベーター設備点検 

21 自動ドア設備点検 

22 ねずみ・昆虫防除 

23 地下水水処理装置点検整備 

24 消防設備保守点検 

25 大型パッケージエアコン整備（食堂） 

26 厨房排気フード清掃 

27 警戒・監視システム保守点検 

28 ガスヒートポンプエアコン整備 

29 宿泊棟トレーニングルーム器具点検整備 

30 太陽光発電設備保守点検 

31 段差解消機保守点検 

32 厨房設備保守点検 

33 体育館舞台照明音響設備保守点検 

34 空気清浄機器保守点検 

35 テレビ放送受信設備保守点検 

36 建築設備定期検査業務 

37 特殊建築物等定期調査業務 

38 防火設備定期検査業務  

39  電話交換設備及び電話機器保守業務 

 

(3)敷地内の建物、設備及び機器の維持管理及び軽微な補修  

(4)異常及び故障時に常備する工具類又は部品を用いた応急措置  

(5)定期点検及び日常点検による修繕等必要の報告及び意見具申  

(6)修繕等工事に係る業務支援  

・ 工事の立会  

・ 日程調整  

・ 進捗管理支援  

・ 定例打合せの同席及び必要に応じた業者への指示  

・ 工事完了時の検査確認の立会  

 

（7） 官公庁検査の立会、報告 
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（8） 外注保守機器の定期検査の立会、 

（9） 報告関係官公庁等への各種報告書の作成及び届出代行 

（10） 敷地内の建物及び設備に関する非常措置 

（11） 火災、停電、断水、その他災害が発生した場合の関係部署との 

連絡及び建物及び設備に関する非常措置 

（12） センター内の備品、資産管理にかかる支援 

・ 資産登録、除却、棚卸への協力 ・支援 

・設計・工事にかかる資料（成果品・竣工図書の副本等）の整理・保管 

（13）設備関係の測定、記録及び報告 

（14）電力、太陽光発電、ガス、水道等の使用量の計測記録、及び必要に応じて

分析した結果の報告 

（15）電力使用量及びピーク時の電力使用量の抑制のための、各機器、照明等の

操作にかかる工夫  

（16）設備消耗備品の在庫管理及び在庫補充のための予算計画の作成協力  

・ 消耗備品在庫管理記録 

（17）設備機器の中長期修繕計画（交換周期等）に関し、設備機器予防保全の観

点からの提案 

（18）台風等の荒天時の、施設・設備・機器・家具等に係る保全措置  

（19）センター内各所の時計時刻の調整、電池交換 

（20）センター内各所の照明の交換 

 

※（1）から（23）の対象設備の種別・数量は別紙５-５「沖縄センター設備機器

概要一覧」のとおり 

 

  

2. 業務実施要領  

本業務は、別紙５－１「設備運用・管理実施要領」により実施する。 

 

3．人員配置  

  

当該業務のため、以下の人員を配置する。  

●設備主任     常勤 1名 

●設備スタッフ（日勤）最大 2名 

・設備スタッフについては、常勤（日勤のみ、夜勤の想定はなし）２名と想定す

る。 

・業務にあたる人員が不足する際、緊急対応が必要な場合、もしくは夜間対応が

必要な場合について、発注者と協議の上、要員の追加配置を可とする。（追加配

置については、本契約には含めない） 
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(1) 設備主任は、平日のセンター勤務時間（9;30 から 17;45 まで）は、原則セ

ンターで勤務することとする。休憩時間は業務の都合に応じ、受注者が自由

に設定できる。  

  

(2) 設備主任が休暇等の理由により一時的に不在となる場合は、主任代理を立て

ることができるものとし、予め監督職員に通知すること。  

 

(3) 設備主任又はスタッフのうち、すくなくとも 1名の以下の法定資格者を選定

すること。 

 

法令に定める資格者の配置 

 

受注者は関係法令等を踏まえ下記の資格者を配置する。 

ｱ. 電気主任技術者（第３種以上）１名（常勤者から選任、ｱとｲの重複資格

者可） 

ｲ. 建築物環境衛生管理技術者  １名（常勤者から選任、ｱとｲの重複資格

者可） 

ｳ. 上記のほか建物等総合管理上、配置することが望ましいと受注者が考え

る資格保有者（例：建築設備検査資格者、建築士、消防設備士、消防設

備点検資格者、その他の法定資格者（常勤者から選任が望ましい） 

 

非常勤の追加配置の場合も、対象業務に合わせて、ｱ、ｲ、ｳの資格保持者を

効果的に配置すること。 

 

(4) 法定資格者の選任（解任）届出 

発注者は、法令の定めるところに基づき、建物等管理に必要な下記法定資格

者について、上記（3）により受注者の推薦を得て選任し、所轄官庁に届け

出るものとする。法定資格者を解任する場合も同様とする。 

ｱ. 電気主任技術者/根拠法令：電気事業法第 43 条第 3項施行規則第 52条 

ｲ.建築物環境衛生管理技術者/根拠法令：建築物における衛生的環境の確保

に関する法律（通称、ビル管理法）第６条 

ｳ. 上記以外の法定資格保有者・・必要に応じ届け出る。 

 

（5）電気設備の保守管理 

3.（4）ｱ.電気主任技術者の配置について、発注者と受注者は以下のイ～ハ

に揚げる条項を合意するものとする。 

イ．発注者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用の保安を確保するに

あたり、電気主任技術者として選任する者の意見を尊重すること。 
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ロ．自家用電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者は、電気主任技術

者として選任する者がその保安のためにする指示に従うこと。 

ハ．電気主任技術者として選任する者は、自家用電気工作物の工事、維持及

び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行うこと。 
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５－１ 設備運用・管理実施要領 

 
本業務はこの要領により実施するものとするが、この要領に記載のないものに

ついては「共通仕様書」に拠ることとする。 
 

1. 基本事項 
(1)関連法令 

下記の関連法令に則り業務を行う。 

ｱ. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 
ｲ. 電気事業法 

ｳ. 労働安全衛生法 
ｴ. 建築基準法 

ｵ. 大気汚染防止法、同法施行規則及び沖縄県「県民の生活環境の保全等に関
する条例」 

ｶ. 消防法及び同法施行令、同法施行規則、危険物規制規則、火災予防条例 
ｷ. 水道法 

ｸ. 労働基準法 
ｹ. 職業安定法 

ｺ. その他関係法令 
(2)竣工図書等 

センターは電気設備、空調設備、給排水衛生設備等の竣工図書について、そ
の副本又は写を受注者に引渡し、受注者はこれを整理保管する。 

ｱ. 竣工図及び施工図 
ｲ. 主要機器完成図 

ｳ. 主要機器取扱説明図 
ｴ. 主要機器試験成績表 

ｵ. 現場試験成績表 
ｶ. 官公庁検査記録書 

ｷ. 設計（変更）指示書 
ｸ. 主要機器メーカーリスト 

ｹ. 諸官庁届出書類控及び一覧表（センターの指示があった場合） 
ｺ. 施工業者名簿 

(3)管理用記録書類の作成及び保管 
受注者は管理用記録書類として、次の各号の書類を作成し保管する。 

ｱ.台帳類【保存期間：永年】 
 (a) 設備機器一覧表 

 (b) 設備機械台帳 
 (c) 工具器具台帳 

 (d) 什器備品台帳 
 (e) 消耗品・予備品台帳 

ｲ.計画、報告書類【保存期間：5年】 

   (a) 設備機器中長期修繕計画表（設備機器予防保全の観点から作成する） 

   (b) 年間作業計画表 
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 (c) 月間作業計画表 

 (d) 月報 
ｳ. 設備日報【保存期間：5年】 

 (a) 電力検針、使用量・発電量 
(b) 水道量検針、水道使用量 

ｴ.点検記録等【保存期間：５年】 
 (a) 電気設備点検記録 

 (b) 空気調和設備点検記録 
 (c) 給排水設備点検記録 

 (d) 残留塩素測定記録 
 (e) 消防設備点検記録 

 (f) 非常用発電機設備点検記録 
 (g) 電力量計記録 

ｵ.整備、補修、事故記録等【保存期間：5年】 
 (a) 整備記録 

 (b) 補修記録 
 (c) 事故・障害記録 

(4)立会い業務 
ｱ.官公庁の立入り検査に立ち会う。 

ｲ.センターが発注する工事等に立ち会う。 

 

2.運用・管理業務 

(1)運転監視業務の実施に当たっては、建物の用途及び経済性を考慮して各設備

機器を適正に運転・監視・管理する。 

(2)日常巡視点検業務 

  日常巡視の点検項目及び周期は別紙６「設備管理基準」によるものとし、業

務の実施に当たっては、設備機器の正常な状態を確認する。 

(3)応急処置及び小修理業務 

ｱ. 応急処理 

設備機器等に故障又は異常を発見し応急処理の必要があるときは、その波及

被害を防止するため、常備する工具類又は部品を用いて常駐設備管理要員が

処理する。 

ｲ. 小修理業務 

設備機器の小修理業務は、常駐設備管理要員が常備する工具類を用い、日常

業務に支障を来さない時間内で実施できる部品交換程度とする。 
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５－２ 設備管理基準 

 

1. 建築関係（外装・内装）保守仕様基準 

建築物関係（外装・内装）の目視巡視点検による異常を発見することを任

務とし、建築区分に応じた屋根・屋上、外壁、床、壁、天井、建具などを

対象に「建築設備点検実施要領・日常巡視点検業務基準表」により業務を

行う。 

 

2. 電気設備関係仕様基準 

   電気設備関係全般の保守管理を主たる任務とし、常に諸設備が円滑なる

使用、運転ができるよう、保安規定を遵守して、次の業務を行う。 

   詳細は設備区分に応じて、別紙１３-３「建築設備点検実施要領・日常

巡視点検業務基準表」（以下「基準表」という。）による。 

(1) 日常点検  

ｱ. 電力需給日誌の各種指示値の記録及び変電室、機械室等諸設備

の巡回点検 

ｲ. 変電室温度指示値の記録 

ｳ. 蓄電池の電圧測定記録 

ｴ. 低圧配電盤、分電盤、スイッチ点検及び負荷状況点検記録 

(2) 定期点検 

「基準表」による。 

(3) 随時蛍光灯及び電球類の取替その他機器修繕 

各客室の蛍光灯及び電球類の取替その他機器修繕を行うときは、警備室

備付けの「マスター鍵貸出記録簿」に所定事項を記入し、鍵を一時預かり

入室する。この場合、宿泊者に連絡し、その協力を得て実施する。 

 

3.空気調和設備関係保守仕様基準 

  空調設備関係全般の保守管理を主たる任務とし、常に諸設備が円滑なる使

用、運転ができるよう、次の業務を行う。詳細は設備区分に応じて「基準

表」による。 

   冷  房  

運転期間   5月 1日～10月 31日 

    運転時間 食堂 7：15～9：15、11：15～14：15、17：45～20：15 

   他はパッケージ型のため使用者が個別に操作する。なお暖房については

必要に応じ適宜運転する。 

(1) 日常点検 

ｱ. 空調機の運転監視 

ｲ. パッケージ型冷暖房機等、ユニット型空調機の計器指針監視（圧力計等） 

ｳ. 各種警報装置の監視並びに表示ランプの点検 

(2) 定期点検 

「基準表」による。 

(3) 随時 
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官公庁、会社等への諸届出、連絡事務代行 

 

4.給湯設備関係保守仕様基準 

給湯設備全般の保守管理を主たる任務とし、常に諸設備が円滑なる使用、運転

ができるよう、次の業務を行う。詳細は設備区分に応じて「建築設備点検実施要

領・日常巡視点検業務基準表」に基づくこととする。 

 

運転時間： 06：30～9：00、 16：30～23：00 

(1) 日常点検 

ｱ. 温水器（ガス、電気）の運転監視並びに運転日誌の作成 

ｲ. 温度の調整監視、配管系統の保守 

ｳ. 給湯循環ポンプ、熱交換器の運転監視並びに運転日誌の作成 

ｴ. 安全装置並びに給水装置の機能監視 

ｵ. 水面計、過熱サーモ、圧力計等諸機器の監視 

ｶ. ガス使用量の記録 

ｷ. ストレージタンクの温度、圧力監視及び記録 

(2) 定期点検 

「建築設備点検実施要領・日常巡視点検業務基準表」による。 

(3) 随時 

官公庁、会社等への諸届出、連絡事務の代行 

 

5.給排水衛生設備、ガス関係設備保守業務 

給排水・井戸水設備全般の保守管理を主たる任務とし、常に設備が円

滑なる使用運転ができるよう次の業務を行う。詳細は設備区分に応じ

て「建築設備点検実施要領・日常巡視点検業務基準表」による。 

 

(1)毎日点検 

ｱ. 上水用受水槽、塩素滅菌装置の点検記録 

ｲ. 上下水道設備関係各種ポンプの運転操作及び計器等の監視（上水

給水ポンプ、排水ポンプ、消火栓ポンプ） 

ｳ. 上水道、ガスの使用状況の点検及び検針 

(2)定期点検 

「建築設備点検実施要領・日常巡視点検業務基準表」による。 

(3)随時 

ｱ. 浴室、各階便所、洗い場等の軽微な補修 

ｲ. 官公庁、会社への諸届出、連絡事務の代行 

 

6.中央・フロント監視制御設備関係保守業務 

「基準表」による。 

 

7.防災設備関係保守業務 

「基準表」による。 
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8.厨房設備機器関係保守業務 

「基準表」による。 

 

9.付帯設備関係保守業務 

 自動ドア設備 

 「基準表」による。 

 

10.ビル管理法に基づく業務    

  水道水残留塩素測定（週１回点検） 

 

11.AEDの設置・管理 

(1)AED(8台)を発注者と協議のうえ各所に設置し管理を行う。 

  

12.その他 

(1)台風等緊急時における迅速なる対応 

(2)「浦添市の災害時における一時避難施設」として協力体制の確立 

※体制の確立は総括事務所で行い、それに従って担務を遂行する。 

(3)事故発生時における緊急連絡 
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５－３ 建物設備点検実施要領・日常巡視点検業務基準表 

 
この要領に記載のないものについては「共通仕様書」に拠ること。 

 

１．建 築 

点検項目 点検内容 周期 

1．陸屋根 

①排水状態の良否を点検する。 

②堆積物及びごみの有無を点検する。 

③植物の有無を点検する。 

1回/月 

１回/月 

１回/月 

2.ルーフドレン・と

い 

①排水状態の良否を点検する。 

②さび及び腐食の有無を点検する。 

③破損及び漏水の有無を点検する。 

1回/月 

1回/月 

1回/月 

3．トップライト 
①傷、割れ、変形及び破損の有無を点検する。 

②さび及び腐食の有無を点検する。 

１回/3 ヶ月 

１回/3 ヶ月 

4．外壁 仕上げ材の異常の有無を点検する。 １回/3 ヶ月 

5．屋外階段 
①排水状態の良否を点検する。 

②通行の妨げになる物品の有無を点検する。 

１回/3 ヶ月 

１回/3 ヶ月 

6．バルコニー 排水状態の良否を点検する。 １回/3 ヶ月 

7．建具 

ｲ．扉枠・ｼｬｯﾀｰ 

 

 

 

 

 

 

ﾛ．窓・窓枠 

 

 

 

 

 

 

①建具及びその周囲からの漏水の有無を点検する。 

②異常音の有無を点検する。 

③施錠状況の良否を点検する。 

④ガラス部分がある場合は、傷、破損等の有無を点

検する。 

⑤避難扉及びｼｬｯﾀｰの開閉の妨げになる障害物の有

無を点検する。 

 

①建具及びその周囲からの漏水の有無を点検する。 

②異常音の有無を点検する。 

③施錠状況の良否を点検する。 

④有害な影響を与える結露の有無を点検する。 

⑤開閉動作状況の良否を点検する。 

⑥ガラスの傷及びひび割れの有無を点検する。 

１回/3 ヶ月 

１回/3 ヶ月 

１回/3 ヶ月 

１回/3 ヶ月 

 

1回/日 

 

 

１回/3 ヶ月 

１回/3 ヶ月 

１回/3 ヶ月 

１回/3 ヶ月 

１回/3 ヶ月 

１回/3 ヶ月 

8．エキスパンション

ジョイント金物 
建物間の隙間の変位追従状態を点検する。 １回/3 ヶ月 

9．車いす用駐車スペ

ース 
障害物の有無を確認する。 1回/日 

※天災時（台風前後・地震後など）については都度、状態点検を実施する。 

 

 

92



別紙５－３ 
 

２．電気設備 

一般事項 電気設備は、保安規定を遵守して、その日常運転・監視及び

測定・記録 

を行うものとする。 
 

2．1 電灯・動力設備 

点検項目 点検内容 周期 

1．照明器具 

2．分電盤・照明制御

盤 

 

 

3．制御盤 

 

 

共用部分の点灯状態の確認を行う。 

①異常音の有無を確認する。 

②各開閉器等の開閉状態を点検する。 

 

①異常音、発熱、異臭、変色等の有無を点検する。 

②コンデンサの液漏れ、ふくらみ等の有無を点検す 

る。 

1回/月 

1回/月 

1回/月 

 

1回/月 

1回/月 

 

 

2．2 受変電設備 

点検項目 点検内容 周期 

1．盤類 

【配電盤、パイプフ

レーム、さく等】 

 

 

 

 

2．高圧機器 

ａ．変圧器 

【モールド変圧器】 

 

ｂ．交流遮断器・断

路器・負荷開閉

器・電磁接触器 

 

ｃ．計器用変圧器・

交流器 

 

 

 

ｄ．指示計器・表示

操作類 

 

 

①扉の開閉の良否及び施錠の有無を点検する。 

②汚損、損傷、変形、亀裂、塗装の剥離及びさびの 

有無を点検する。 

③ボルトの緩みの有無を点検する。 

④雨水侵入、ほこり等の堆積状態を点検する。 

⑤標識の汚損及び取付け状態を点検する。 

 

 

①異常音、異臭、異常振動等の有無を点検する。 

 

 

①異常音、異臭、漏油等の有無を点検する。 

 

 

 

①汚れ、損傷、亀裂、過熱、変色、漏油等の有無を点

検する。 

②接続部の変色の有無を点検する。 

③接地線の外れ、断線等の有無を点検する。 

 

①各計器の表示値の適否を点検する。 

②配電盤等の信号灯、表示灯類をランプチェックで

確認する。 

 

 

1回/月 

1回/月 

 

1回/月 

1回/月 

1回/月 

 

 

1回/週 

 

 

1回/日 

 

 

 

1回/週 

 

1回/週 

1回/週 

 

1回/日 

1回/月 
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ｅ．高圧進相コンデ

ンサ・直列リア

クトル 

 

3．低圧機器 

ａ．開閉器類 

【配線用遮断器、漏

電遮断器、電磁接

触器】 

 

ｂ．指示計器・表示

操作類 

 

 

 

 

①異常音、異臭、変形、ふくらみ等の有無を点検す

る。 

 

 

 

① 異常音、異臭、損傷、過熱、変色等の有無を点検

する。 

② 開閉表示の状態（指示、点灯）を確認する。 

 

 

① 計器の表示値の適否を点検する。 

② 配電盤等の信号灯、表示灯類をランプチェックで

確認する。 

③ 異常音、異臭、変形、ふくらみ等の有無を点検す

る 

 

1回/週 

 

 

 

 

1回/月 

 

1回/月 

 

 

1回/日 

1回/月 

 

1回/週 

 

2.3 非常用発電設備 

点検項目 点検内容 周期 

1．非常用発電装置 

 

 

2．配電盤 

 

 

 

 

 

3．補機付属装置 

ａ．始動用蓄電池装 

 置 

ｲ．整流装置 

 

 

ﾛ．始動用蓄電池装 

 置 

 

 

 

ｂ．燃料タンク・燃料

移送ポンプ等 

 

 

ｃ．ラジエター 

 

 

①燃料油及び潤滑油の漏れの有無を点検する。 

②冷却水の量及び漏れの有無を点検する。 

 

①配電盤等の信号灯、表示灯類の点灯状態をランプ

チェック等により点検する。 

②非常用発電装置が始動及び自動運転待機状態（切

替スイッチの自動側位置等）にあることを確認す

る。 

 

 

 

 

①表示灯類の点灯状態を点検する。 

②操作、切替スイッチ等の状態を点検する。 

 

①蓄電池の損傷、液漏れ、汚損等の有無を点検する。 

②蓄電池の電解液面を点検し、最高・最低液面線内 

にあることを確認する。 

③蓄電池の総出力電圧を確認する。 

 

①タンク、ポンプ及び配管の油漏れ並びに変形、損

傷等の有無を点検する。 

②油量を点検する。 

 

①ラジエター排風口周りの障害物の有無を点検す 

る。 

②ラジエターの水漏れ、変形、損傷等の有無を点検 

1回/日 

1回/日 

 

1回/月 

 

1回/週 

 

 

 

 

 

 

1回/日 

1回/週 

 

1回/週 

1回/週 

 

1回/週 

 

1回/週 

 

1回/週 

 

1回/週 

 

1回/週 
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d．換気装置 

 

 

 

 

e．排気管・消音器 

 

 

 

f．バルブ 

 

4．試運転 

 

する。 

 

①自然換気口の開口部の状況又は機械換気装置の運

転が適正であることを手動運転により確認する。 

②給・排気ファンが、非常用発電装置の運転と連動

して運転できることを確認する。 

 

①排気管等の過熱部周囲に可燃物が置かれてないこ

とを確認する。 

②排気管等の支持金具の緩みの有無を点検する。 

 

① 各種バルブの開閉状態を点検する。 

 

①試験スイッチを投入して、試験運転を行い、始動 

時間を確認する。 

②運転中、電圧計、周波数計等の計器の指示値が適

正であることを確認する。 

③回転数、温度、圧力等を付属の各計器により始動

前及び運転時の指示値を確認する。 

④試運転終了後、スイッチ、ハンドル、バルブ等を

自動始動側に切替えて、運転待機状態にあること

を確認する。 

 

 

 

1回/週 

 

1回/週 

 

 

1回/月 

 

1回/月 

 

1回/月 

 

1回/月 

 

1回/月 

 

1回/月 

 

1回/月 

 

 

 

2．4 直流電源装置 

点検項目 点検内容 周期 

1．整流装置 

 

 

2．蓄電池 

 

①表示灯類の点灯状態を点検する。 

②操作、切替スイッチ等の状態を点検する。 

 

①蓄電池の損傷、液漏れ、汚損等の有無を点検する。 

②蓄電池の総出力電圧を確認する。 

1回/日 

1回/週 

 

1回/週 

1回/週 

 

 

2．5 太陽光発電設備 

点検項目 点検内容 周期 
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1．太陽電池アレイ 

 

 

 

2．接続箱・集電箱 

 

3．パワーコンディシ

ョナ【インバータ、

系統連係保護装置

等】 

4．発電状況 

①表面の汚れ、破損、変色、落葉等の有無を点検す

る。 

②外部配線の損傷の有無を点検する。 

 

①外部配線の損傷の有無を点検する。 

 

①外部配線の損傷の有無を点検する。 

② 動作時の異常音、異臭等の有無を点検する。 

 

 

①指示計器又は表示により正常に発電していること

を点検する。 

1回/月 

 

1回/月 

 

1回/月 

 

1回/月 

1回/月 

 

 

1回/月 

 

 

2．6 外灯 

点検項目 点検内容 周期 

外灯 

 

 

①点灯状態を点検する。 

②灯具、ポール等の損傷、破損、さび、腐食等の有無

を点検する。 

1回/日 

1回/月 

 

 

 

３．給排水衛生設備関係 

点検項目 点検内容 周期 

1．ポンプ 

ａ．陸上ポンプ 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．水中ポンプ 

 

 

 

2．水槽 

ａ．飲料用水槽 

 

 

 

 

 

 

 

①各部の異常音、異常振動等の有無を点検する。 

②計器の指示値を確認する。 

③軸封部からの水漏れが適当であることを確認す

る。 

④電動機に異常発熱がないことを確認する。 

⑤ポンプ周辺の異常の有無を点検する。 

⑥逆止弁の機能を確認する。 

 

①揚水機能を確認する。 

②計器の指示値を確認する。 

③絶縁抵抗を測定し、その良否を確認する。 

④逆止弁の機能を確認する。 

 

①マンホール蓋の異常の有無及び施錠状態を確認す 

る。 

②内部の状況及び水位を確認する。 

③周囲の状況及び上部の状況から汚染等を受ける恐

れがないことを確認する。 

④本体（６面）の状態を点検する。 

⑤オーバーフロー管の異常の有無を確認する。 

 

1回/週 

1回/週 

1回/週 

 

1回/週 

1回/週 

1回/月 

 

1回/月 

1回/週 

1回/月 

1回/月 

 

1回/月 

 

1回/月 

1回/月 

 

1回/月 

1回/月 
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ｂ．貯湯槽 

 

 

 

 

 

ｃ．雑排水槽・汚水 

  槽 

 

 

 

 

3．水質の維持 

ａ．飲料水・中央式

給湯設備による

給湯水 

 

ｂ．雑用水 

 

⑥通気管の異常の有無を確認する。 

⑦水抜き管の異常の有無を確認する。 

⑧防虫網の異常の有無を確認する。 

⑨警報機能を確認する。 

 

①異常音及び異常振動の有無を点検する。 

②蒸気トラップからドレンが速やかに排除されてい

ることを確認する。 

③温水又は給湯温度、水頭圧に異常がないことを確

認する。 

 

①マンホール蓋の異常の有無及び施錠状態を確認す

る。 

②内部の状況及び水位を確認する。 

③病害虫発生の有無を確認する。 

④異臭の有無を確認する。 

 

 

①外観検査（臭気、味、色、濁り）を行う。 

②残留塩素の測定を行う。 

 

 

①残留塩素、臭気及び外観の検査を行う。 

②濁度の検査を行う。 

1回/月 

1回/月 

1回/月 

1回/月 

 

1回/月 

1回/月 

 

1回/月 

 

 

1回/月 

 

1回/月 

1回/月 

1回/月 

 

 

1回/日 

1回/週 

 

 

1回/週 

2回/月 

 

 

４．空調設備関係 

点検項目 点検内容 周期 

 

1．パッケージ形空気

調和機 

 

2．エアーフィルター 

 

3．送風機 

 

 

 

4．全熱交換器 

 

①各部の異常音、異常振動等の有無を点検する。 

②水の良否を点検する。 

 

①詰まり、損傷等の有無を点検する。 

 

①各部の異常音、異常振動等の有無を点検する。 

②計器の指示値を確認する。 

③Ｖベルトの緩み、亀裂、摩耗等の有無を点検する。 

 

①各部の異常音、異常振動等の有無を点検する。 

 

1回/月 

1回/月 

 

1回/2ヶ月 

 

1回/週 

1回/週 

1回/月 

 

1回/週 

 

 

５.中央監視制御設備 

点検項目 点検内容 周期 
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1．監視制御機器 

ａ．外観 

 

 

ｂ．装置・機器等 

 

①腐食、浸水等の有無を点検する。 

②異常音、異臭、異常振動等の有無を点検する。 

 

①ディスプレイ装置・キーボード等の画面異常、異

臭、異常音等の有無を点検する。 

②プリンターの用紙量、印字確認、オンラインスイッ

チ等の点検を行う。 

 

 

1回/日 

1回/日 

 

1回/日 

 

1回/日 

 

 

 

６.防災設備 

点検項目 点検内容 周期 

1．消火設備 

ａ．消火器 

 

ｂ．屋内消火栓設備、 

粉末消火設備 

 

 

 

 

2．各種警報設備 

ａ．自動火災報知設

備、非常警報設

備 

 

3．防火・排煙設備 

ａ．防火戸、防火ダ

ンパー、排煙窓 

 

 

①設置位置、標識等の確認をする。 

 

①表示、標識、破損、腐食等の有無を点検する。 

②ホース、ノズル等の格納状態の確認をする。 

③バルブ類の漏れ、開閉位置の確認をする。 

④加圧ポンプの起動状態の確認をする。 

⑤指示圧力の確認をする。 

 

 

①電圧、表示灯、スイッチ定位置の確認をする。 

②発信器保護板の損傷確認をする。 

 

 

①表示標識、破損、汚損等の有無を点検する。 

 

1回/月 

 

1回/月 

1回/月 

1回/月 

1回/月 

1回/月 

 

 

1回/月 

1回/月 

 

 

1回/月 

 

 

 

 

 

 

 

７．厨房設備関係 

点検項目 点検内容 周期 

1．厨房器具 ①破損、汚損、腐食等の有無を点検する。 1回/月 

 

８．輸送設備 
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点検項目 点検内容 周期 

1．エレベーター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2．段差昇降機 

①戸の開閉は円滑で異常音及び異常振動がないこ

とを確認する。 

②各階の乗場敷居溝及びかご敷居溝にゴミ、異物が

入ってないか確認する。 

③かご内照明等の球切れの有無を確認する。 

④加速、走行、減速時の異常音、異常振動及び異臭

の有無を確認する。 

⑤着床時のショック及びかごと乗場のレベルに著

しい大きな段差がないか確認する。 

 

①起動、走行・停止時の異常音、異常振動及び異臭

の有無を確認する。 

1回/日 

 

1回/日 

 

1回/日 

1回/日 

 

1回/日 

 

 

1回/月 

 

 

 

９．その他設備 

点検項目 点検内容 周期 

1．自動シャッター設

備 

2．自動ドア設備 

①開閉状態の目視点検を行う。 

 

①開閉状態の目視点検を行う。 

1回/月 

 

1回/月 
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５－４ 設備定期点検保守等業務実施要領 

 

１．受変電設備点検 

   （対象設備） 

    受電及び変電設備（高圧機器全般） 

    高圧電線路全般 

    高圧全般に付帯する設備機器 

    配電盤に接続している低圧幹線の絶縁抵抗測定 

   （作業内容） 

    各部精密点検、清掃、接続部増し締め、保護継電機器等の動作特性試験、

絶縁及び接地抵抗測定 

   （業務周期） 

    １回／年 

 

２．空調設備保守点検 

   （対象設備） 

    食堂を除く室内機（227台）、室外機（212台）、全熱交換機（54台） 

   （作業内容） 

    各部点検、測定、清掃整備、発錆部の外観タッチアップ、フィン洗浄、

フィルター清掃 

   （業務周期） 

    点検整備及びフィン洗浄までを１回／年 

    フィルター清掃は６回／年 

 

３．送排風機整備 

   （対象設備） 

    給気ファン（１２台） 

    排気ファン（２４台） 

    中間ファン（２台） 

    有圧換気扇（１０台） 

    ルーフファン（1台） 

    換気扇（６３台）※換気扇の内、宿舎居室ユニットバス内の分は除く。 

   （作業内容） 

    軸受け摩耗度点検、Ｖベルト点検・調整、ファン・ケーシング等各部整

備 

   （業務周期） 

    １回／年 

   

４．空調用吹出口清掃 

   （対象設備） 

    各階天井空調用吹き出し口（203台） 

     各階天井空調用吸い込み口（83台） 
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   （作業内容） 

    アネモスタット及びガラリ脱着、弱アルカリ洗剤による水拭き及び空

拭き 

   （業務周期） 

    １回／年 

 

５．各種ポンプ整備 

   （対象設備） 

    市水揚水ポンプ（２基） 

    井水揚水ポンプ（２基） 

    循環ポンプ（９基） 

    給水加圧ポンプ ４基 

    井戸ポンプ   ２基 

    排水ポンプ   ８基 

   （作業内容） 

    軸受け摩耗度点検、グランドパッキン点検、カップリングその他各部調

整・整 

備、架台等   

発錆部塗装 

   （業務周期） 

    １回／年 

 

 ６．各種貯水槽清掃 

   （対象設備） 

    市水受水槽：SUS製 2槽式 37.6ton 

市水：SUS製 2槽式 36.4ton 

      井水一次処理水槽：ＲＣ１槽式２２ton（１基） 

      井水二次処理水槽：ＲＣ１槽式３３ton（１基） 

      井水高架水槽：ＲＣ3槽式 21.25ton 

      消防用水槽：ＲＣ１槽式１２ton（１基） 

      消防用水槽：ＲＣ１槽式３ton（１基） 

      消火ポンプ補給水槽：ＦＲＰ１槽式０．１ton（１基）    

    消火補給水槽：ＲＣ１槽式３．７５ton（１基） 

   （作業内容） 

    槽内汚泥排出、各部洗浄・消毒、ボールタップ等付属制御装置の点検 

（業務周期） 

    １回／年 

 

 

７．各種雑排水槽清掃 

   （対象設備） 

    汚水槽：ＲＣ１槽１２ton（１基） 
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    湧水槽：ＲＣ１槽１６０ton（１基） 

    排水槽：ＲＣ１槽１８ton（１基） 

    雨水槽：ＲＣ１槽５ton（１基） 

    雨水槽：ＲＣ１槽１００ton（１基） 

   （作業内容） 

      汚泥スカム排出、各部洗浄、水中ポンプ制御装置等の調整 

   （業務周期） 

    汚水槽、雨水槽：２回／年 

    湧水槽、排水槽：１回／年 

 

８．グリストラップ清掃 

  (対象設備) 

  グリストラップ:1基 

  (作業内容) 

  グリストラップ清掃、汚泥・廃油・動植物性残さ(200㍑/回)の収集・運

搬・処分 

  (業務周期) 

  ２回/月 

 

９.飲料水水質検査 

   （作業内容） 

    一般項目：水道法に基づき貯水槽清掃前、末端水栓（３ヵ所）からの試

料の 16項目を検査する。 

但し１回目異常がなければ２回目は 11項目 

    特殊項目：６月～９月の間に末端水栓（３ヵ所）からの試料のトリハロ

メタン類 12項目を検査する。 

   （業務周期） 

    一般項目：２回／年 

    特殊項目：１回／年 

 

１０．簡易専用水道検査 

   （作業内容） 

    水道法第３４条の２第２項の規定に基づく書類検査 

   （業務周期） 

    １回／年 

 

１１．室内空気環境測定 

 （作業内容） 

    管理棟各階２ヶ所及びニライホール２階図書資料室の計７ポイントにつ

き、一酸化炭素・二酸化炭素・浮遊粉・塵量・温度・相対湿度・気流・

照度を１日２回測定する。 

   （業務周期） 
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    ６回／年 

 

１２．給湯ボイラー整備 

 （対象設備） 

    給湯ボイラー：型式ＧＦＬ－２５０Ｎ（１基） 

   （作業内容） 

    自動制御装置作動点検、安全弁分解整備・作動点検、バーナー点検清掃

及び炉内掃整備 

   （業務周期） 

    １回／年 

 

１３．ボイラー排ガス測定 

 （対象設備） 

給湯ボイラー：型式ＧＦＬ－２５０Ｎ 

   （作業内容） 

      湿り・乾き排出ガス量、排ガス温度、水分量、流速、静圧、オルザット

ガス分析、煤塵量測定 

   （業務周期） 

 １回／年 

 

１４．貯湯槽整備 

  （対象設備） 

    貯湯槽：ステンレス製円筒立型タンク４ton（２基） 

   （作業内容） 

    内部点検、清掃、整備 

   （業務周期） 

    １回／年 

 

１５．蓄熱槽整備 

   （対象設備） 

    蓄熱槽：ステンレス製パネルタンク４．４ton（１基） 

   （作業内容） 

内部点検、清掃、整備 

   （業務周期） 

    １回／年 

 

１６．ソーラーシステム整備 

   （対象設備） 

      ソーラーシステム全般（平板型コレクター３７枚） 

     （作業内容） 

      自動エア抜き弁点検、コレクター表面洗浄、各部及び支持金具ケレン

防錆塗装 
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     （業務周期） 

      点検、整備：２回／年 

     防錆塗料塗布：１回／年 

 

１７．電気温水器整備 

（対象設備） 

電気温水器（４基） 

（作業内容） 

本体内部清掃、電器ヒーター清掃、絶縁抵抗測定 

（業務周期） 

１回／年 

 

１８．自動制御装置点検 

     （対象設備） 

制御盤、監視装置 

管理研修棟（２基） 

厚生棟（３基） 

宿泊棟（２基） 

附属棟（１基） 

エネルギー棟（１基） 

（作業内容） 

       遠方操作点検、状態監視点検、警報表示点検 

     （業務周期） 

      １回／年 

 

１９．非常用発電機点検 

     （対象設備） 

      非常用発電機（５００ＫＶＡ） 

     （作業内容） 

     Ｂ点検（定期点検）：外観点検、機能点検、作動点検 

      Ｃ点検（重点点検）：外観点検、機能点検、作動点検、総合点検 

     （業務周期） 

      Ｂ点検：１回／年 

       Ｃ点検：１回／年 

 

２０．エレベーター設備点検 

   （対象設備） 

    管理棟 ロープ式エレベーター（１基） 

    ニライホール ロープ式エレベーター（１基） 

    宿泊棟本館 ロープ式エレベーター（１基） 

宿泊棟別館 ロープエレベーター（１基） 

   （作業内容） 
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    機械室内環境状態、機械室内各機器の状態、かご運行状態、戸の開閉状

態、かご関連機器状態、外部連絡装置、かご室意匠、乗り場意匠、乗り

場関連機器状態、ピット内環境状態、付加装置 

他各機器の保守点検 

   （業務周期） 

    １２回／年 

 

２１．自動ドア設備点検 

   （対象設備） 

    管理棟：DC-10ASS（１基）、JAD ATR（１基）、ＤＳ－６０（１基） 

    厚生棟：JAD ATR（１基） 

     宿泊棟：ＤＳ－７５（１基）、JAD ATR（１基）、ＤＳ－６０（１基） 

    宿泊棟別館：ＤＳ－６０（１基） 

ニライホール：ＤＣ－４２（２基）、ＤＳ－６０（１基） 

正面ゲート：電動ゲート SGO-30GNⅢ（１基） 

   （作業内容） 

    制御装置、エンジン部、操作スイッチ部の保守点検 

   （業務周期） 

    ４回／年 

 

２２．ねずみ・昆虫防除 

 （対象害虫） 

    ゴキブリ、ねずみ、ダニ等の衛生害虫 

   （作業内容） 

    全館施工：厨房、マンホール、外周、各棟全館及び床下ピットへの薬剤

散布 

    重点施工：厨房、マンホールへの薬剤散布 

    ダニ検査：カーペットの張られている本館、厚生棟、宿泊棟内６ポイン

トのダニ検査 

   （業務周期） 

    全館施工：４回／年 

重点施工：２回／年 

      ダニ検査：２回／年 

 

２３．地下水水処理装置点検整備 

（対象設備） 

    除鉄装置（２台） 

      軟水装置（１台） 

      プール濾過装置（１台） 

    薬注装置（5台） 

     プール濾過用ポンプ（１台） 
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    軟水器用ポンプ（２台） 

   （作業内容） 

      各装置の外観点検、本体内部点検、濾材点検、イオン交換樹脂点検、作

動点検試運転調整、分解清掃、電流チェック、絶縁抵抗測定、処理水水

質検査、プール水水質検査 

   （業務周期） 

    各装置及びポンプ：１回／年 

      処理水水質分析：１２回／年 

    法定特殊水質検査：１回／年 

    法定一般水質検査：２回／年 

     

 

２４．消防設備保守点検 

（対象設備） 

    屋内消火栓設備 

    自動火災報知設備 

    非常警報設備 

    ガス漏れ警報設備 

    誘導灯及び非常灯 

    防排煙設備 

    粉末消火器設備 

   （作業内容） 

    消防法及び同法施行規則に基づく消防庁告示による法定点検 

   （業務周期） 

    機器点検：１回／年 

      機器・総合点検：１回／年 

 

２５．大型パッケージエアコン整備（食堂） 

（対象設備） 

    食堂大型パッケージエアコン 室内機（1台）、室外機（4台） 

   （作業内容） 

    各部点検、測定、清掃整備、発錆部の外観タッチアップ、フィン洗浄、

フィルター清掃 

   （業務周期） 

    点検整備２回／年及びフィン洗浄までを１回／年 

    フィルター清掃は１２回／年 

 

２６．厨房排風機フード清掃 

（対象設備） 

    グリスフィルター（１０枚）、厨房内排風機（フード）（２台） 

   （作業内容） 

    グリスフィルターの薬品洗浄、フード内清掃 
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   （業務周期） 

    グリスフィルター洗浄：６回／年 

    フード清掃：６回／年 

 

２７．警戒・監視システム保守点検 

   （対象設備） 

    監視カメラ（３５台） 

    防犯侵入検知システム（赤外線検知器５０台） 

    警備室監視操作卓装置点検（一式） 

     Ｂフロント監視操作卓装置点検（一式） 

      総括事務室監視操作卓装置点検（一式） 

   （作業内容） 

    外観及び機器内部の点検清掃、接続ケーブル確認、各機器動作確認、画

像調整 

録画・再生確認、出力映像の確認、電圧チェック 

   （業務周期） 

    監視用カメラ点検：２回／年 

防犯侵入検知システム点検：２回／年 

    警備室・Ｂフロント・総括事務所監視操作卓装置点検：１回／年 

 

２８．ガスヒートポンプエアコン整備 

   （対象設備） 

    体育館大型ＧＨＰ（室外機３台 室内機６台） 

   （作業内容） 

    整備及びフィルター清掃 

   （業務周期） 

    １回/年(整備) 

６回／年(フィルター清掃) 

 

２９．宿泊棟トレーニングルーム器具点検整備 

   （対象設備） 

    トレーニングマシーン 

コードレスバイク i（２台）・ラボードＸ５０（１台） 

・ラボード LXE1200 （1台） 

ジョーバ（１台）・コンビネーション５ＳＢ（１台） 

・アダクション＆アブダクション（1台） 

・ロータリートーソー＆ツイスト（1台） 

   （作業内容） 

    安全点検及び整備 

   （業務周期） 

    ２回／年 
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３０．太陽光発電設備保守点検 

（対象設備） 

管理研修棟：５０ｋＷ、体育館：３０ｋＷ 

太陽電池モジュール（３２０枚） 

太陽電池架台（２式） 

パワーコンディショナー（８台） 

集電箱（２台） 

データ計測装置・表示装置（各１式） 

日射計・気温計（各１台） 

（作業内容） 

月次：外観点検、各種データ監視・測定・記録 

年次：外観点検、機能点検、各種データ監視・測定・記録 

（業務周期） 

月次：１２回／年、年次：１回／年 

 

３１．段差解消機保守点検 

（対象設備） 

厚生棟：車いす用鉛直型段差解消機 ＭＤ－１型 

宿泊棟：いす式階段昇降機 ＴＬ－Ｇ２６０－Ａ型 

（作業内容） 

機械器具及びレール各部の機能保持点検 

（業務周期） 

４回／年、建築基準法定点検 １回／年 

 

３２．厨房設備保守点検 

（対象設備） 

プレハブ冷凍冷蔵設備一式、厨房機器一式（ガス設備、冷凍機、電気機

器、サービス機器）、ティーサーバー（３台） 

※但し、板金物、シンク、台等及び給排水設備、換気設備、衛生設備は

含まず 

（作業内容） 

 運転状態の確認・調整、冷凍機の運転確認・測定・冷媒点検、熱交換器

の清掃 

（業務周期） 

２回／年 

 

３３．体育館舞台照明音響設備保守点検 

（対象設備） 

音響システム機器 

スピーカー、デジタルマルチプロセッサー、アンプ、サブアンプ、マ

イク、接続端子、再生機、ミキサー、サブミキサー、電源ユニット、

舞台照明システム機器、 照明調光卓、照明分電盤、照明バトン、照
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明器具、各種テーブル、電源ユニット 

（作業内容） 

各機器の保守点検・清掃・調整 

（業務周期） 

１回／年 

 

３４．空気清浄機器保守点検 

（対象設備） 

 宿泊棟１階～３階喫煙室分煙機（３台） 

（作業内容） 

 各部の点検・調整、外観清掃、エアフィルターの清掃 

（業務周期） 

１回／年 

  

３５．テレビ放送受信設備保守点検（地デジ、BSのみ） 

点検整備 ２回／１年 

 

３６．建築設備定期検査業務 

建築基準法第１２条第１項の規定による検査 

建築設備定期検査 １回／１年 

 

 

３７．特殊建築物等定期調査業務（2026，2029） 

建築基準法第１２条第１項の規定による調査 

特殊建築物等定期調査 １回／３年 

 

３８. 防火設備定期検査業務 

    建築基準法第１２条第１項の規定による検査 

防火設備定期検査１回／年 

 

３９. 電話交換機及び電話機器保守業務 

  （対象設備） 

（1）電話交換機設備    一式 

（2）多機能電話機     64台 

（3）DSSIコンソール    6台 

（4）一般内線電話機   200回線 

（6）電話端子盤および線路  一式 

（作業内容） 

「点検実施要領書」に基づき実施。 

（作業周期） １２回/ 
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※なお、2025年度より点検より除外（老朽化のため） 

音響映像設備（多目的ホール及び展示室）AV システムの保守点検は 2025年度よ

り除外（老朽化のため、部品なく、修理不能、大規模改修時に撤去予定） 
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沖縄センター 設備機器概要一覧 

１ 電気設備 

（１）受変電設備 １回線３相３線式６６００Ｖ        契約電力 ２１３ｋＷ 

         気中開閉器 ３Ｐ７．２ｋＶ３００Ａ         １台 

断路器 ３Ｐ７．２ｋＶ４００Ａ           １台 

真空遮断機（ＶＣＢ）   ３Ｐ７．２ｋＶ６００Ａ  ７台 

真空電磁接触器（ＶＣＳ） ３Ｐ６．６ｋＶ２００Ａ  ７台 

負荷開閉器（ＬＢＳ）   ３Ｐ７．２ｋＶ２００Ａ  ２台 

過電流継電器   ５台 

地絡過電圧・逆起電力保護継電器   １台 

不足電圧継電器           １台 

自動力率調整装置          １台 

マルチメータ（絶縁監視機能付）  １１台 

動力トランスモールド型（３００ １５０ １００ ｋＶＡ） ３台 

電灯トランスモールド型（２００ １５０ １００ ｋＶＡ） ３台 

コンデンサー（６．６ｋＶＡ １．５３ｋｖａｒ）      ３台 

直列リアクトル  ３台 

変圧器盤     ６面 

ＭＣＢ盤     ６面 

動力分電盤   ２５面 

電灯分電盤   ３８面 

 

（２）直流電源装置  据置鉛蓄電池（制御弁式） ＭＳＥ－３００（３００Ａｈ）５４セル 

           自動定電圧装置付サイリスタ整流器 １台 

 

（３）非常用自家発電機  オープン形  出力 ５００ｋＶＡ  ６０Ｈｚ  ６６００Ｖ 

電気始動方式（制御弁式鉛蓄電池 ＤＣ２４Ｖ ７０Ａｈ ２セル） 

立形水冷４サイクルディーゼルエンジン  ラジエータ方式 

出力４９４ｋＷ（６７２ＰＳ） 

使用燃料 Ａ重油  燃料タンク １９５０Ｌ 

 

 （４）太陽光発電設備   ８０ｋＷ（管理研修棟５０ｋＷ  体育館３０ｋＷ） 

              太陽電池モジュール  ３２０枚 

              太陽電架台        ２基 

パワーコンディショナー  ８台 

集電箱          ２台 

日射計          １台 

気温計          １台 

データ収集装置      ２台 

 

（５）幹線・動力設備         別紙５－５－１（５）～（１４） 

（６）電灯配線設備          〃 

（７）照明器具設備          〃 

（８）避雷針設備           〃 
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（９）外灯設備           〃 

（１０）テレビ共聴設備       〃 

（１１）インターホン設備      〃 

（１２）電話設備          〃 

（１３）インフォメーション設備   〃 

（１４）音響映像舞台照明設備    〃 

 

２ 空調設備 

  個別空調方式 

（１）空冷ヒートポンプパッケージエアコン    内機   ２２３台  外機 ２０９台 

（３）ガス空冷ヒートポンプパッケージエアコン  内機     ６台  外機   ３台 

                        合計   ２２９台     ２１２台 

（５）小型熱交換器ユニット    54台 

（６）静止型全熱交換器      ６台 

（７）給気ファン（シロッコ型）  ９台 

（８）排気ファン（シロッコ型） ２３台 

（９）有圧扇          １０台 

（１０）ルーフファン       ３台 

（１１）換気扇        １５９台 

（１２）空気清浄機       １０台 

（１３）除湿機         １４台 

 

３ 給湯設備 

 

（１）補助給湯機  真空式給湯温水機バコティンヒーター ＧＦＬ－２５０ＡＮ 

出力２９１ｋＷ  伝熱面積６．１㎡ 

燃料（都市ガス１３Ａ） 

（２）太陽熱集熱器 平形板コレクター（強化板ガラス）  ３７枚 

実集熱面積１．９１㎡／枚 

（３）蓄熱水槽   ステンレス製パネルタンク保温付 有効水量４４００Ｌ  １台 

（４）貯湯水槽   ステンレス製円筒立形 貯湯容量４０００Ｌ       ２台 

（５）ラインポンプ    ９台 

（６）電気湯沸器     ９台 

（７）電気温水器     ４基 

 

４ 消防設備 

 

（１）自動火災報知設備  Ｐ型１級複合受信機        １台 

ガス漏れ火災警報器 Ｇ型受信機  １台 

ＧＲ受信機            １台 

火災表示機            ３台 

煙感知器２種          ９２個 

煙アナログ          １４６個 

作動式スポット熱感知器２種  １９７個 

定温式             ２１個 

112



別紙５－５ 

非公開 
 

熱アナログ（特殊）        ８個 

作動式分布型           ６個 

ガス漏れ検知器         １４個 

発信機             ３０個 

ベル              ３４個 

（２）非常放送設備 ＷＫ－ＥＲ５００（リモコン）委託業者事務所 １台 

          遠隔操作機（ＷＲ－ＥＣ５００）        ３台 

          スピーカー         ２６６個 
 
（３）消火器    ＡＢＣ粉末１０型       ９６台 

          ＡＢＣ粉末５０型        ３台 
 
（４）消火栓    屋内消火栓          ２７台 

 
（５）消火栓ポンプ 出力１１．０ｋＷ 口径６５ｍｍ 吐出量４５０Ｌ／ｍｉｎ  １台 

          消火水槽（ＲＣ１２２ｔ）   １基 

          消火ポンプ補給水槽（０．１ｔ）１基 
 
（６）消防用水槽  （ＲＣ２４ｔ）        １基 

 
（７）防排煙設備  制御盤（自火報複合盤）    ２台 

防火戸           １４台 

防火シャッター        ７台 

垂れ壁            ４台 

防火ダンパー         ２台 

連動用感知器        ５４個 

排煙窓           ９７個 
 
（８）誘導灯非常灯 ＬＥＤ誘導灯 Ｂ級      ５台 

          ＬＥＤ誘導灯 Ｃ級     ２２台 

          避難口通路誘導灯  Ｃ級    ９台 

          避難口誘導灯薄型  Ｂ級  ４２台 

          非常灯          ３２６台 

 

（９）避難器具   避難はしご          ４台 
 
５ 給排水設備 
 
（１）市水     加圧給水方式 

          受水槽（ＳＵＳ製４５.０ｔ）  １基 

          高置水槽（ＳＵＳ４５.０ｔ）  １基 

          給水加圧ポンプ（５．５ｋＷ） ４台 
 
（２）井水     井戸水処理高架水槽方式 

          １次処理水槽（ＲＣ２２ｔ）  １基 

          ２次処理水槽（ＲＣ３３ｔ）  １基 

          高架水槽（ＲＣ２１．２５ｔ） １基 

          排水槽（ＲＣ１８ｔ）     １基 

          ろ過装置（ＵＴ－３０）    ２台 

          軟水装置（ＨＡ－６００）   １台 
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          薬注ポンプ          ４台 

          井戸ポンプ（深井戸水中式 ２．２ｋＷ）        ２台 

          揚水ポンプ（３．７ｋＷ）               ２台 

          軟水ポンプ（１．５ｋＷ）               ２台 

          逆洗ポンプ（０．７５ｋＷ）              １台 

          排水ポンプ（水中式 ０．４ｋＷ）           ２台 

          エアーコンプレッサー（０．７５ｋＷ）         １台 

（３）排水     直接排水方式（一部強制方式） 

          湧水槽（ＲＣ１６０ｔ）       １基 

          汚水槽（ＲＣ１２ｔ）        １基 

          雨水槽（ＲＣ５ｔ）         １基 

          排水ポンプ（水中式 ０．７５ｋＷ） ６台 

 

６ ガス設備 

           都市ガス（ボイラー室・厨房・体育館） 

 

７ プール水ろ過設備 

           プール ４３７．５Ｍ３（２５ｍ×１２．５ｍ×１．４ｍ） 

           ろ過装置（ＤＬ－５０型）   １台 

           薬注装置           ２台 

           ろ過ポンプ（３．７ｋＷ）   １台 

           加圧ポンプ（２．２ｋＷ）   １台 

 

８ 輸送設備 

 （１）エレベーター １１人乗り ７５０ｋｇ ６０ｍ／ｍｉｎ ３停止 （ロープ式） ２基 

           １３人乗り ９００ｋｇ ４５ｍ／ｍｉｎ ３停止 （ロープ式） ２基 

（２）段差解消機  鉛直型段差解消機（ＭＤ－１）                 １基 

          いす式階段昇降機（ＴＬ－Ｇ２６０－Ａ）            １基 

 

９ その他 

 

（１）自動制御装置         別紙５－５－９（１）～（１０） 

（２）監視カメラ設備        〃 

（３）防犯用赤外線センサー     〃 

（４）自動ドア設備         〃 

（５）製氷機（宿泊棟）       〃 

（６）ティーサーバー        〃 

（７）ウォータークーラー      〃 

（８）分煙カウンター        〃 

（９）洗濯機・乾燥機        〃 

（１０）運動器具           〃 
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【非公開】 

  

非公開 
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別紙５－５－９．その他 

【非公開】 

  

非公開 

139



別紙５－５－９．その他 

【非公開】 

 

非公開 
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別紙５－５－９．その他 

【非公開】 

 

  

非公開 
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別紙５－５－９．その他 

【非公開】 

 

非公開 
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別紙５－５－９．その他 

【非公開】 
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別紙５－５－９．その他 

【非公開】 
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６ 車両運行管理業務 

 

本業務は研修員及び職員等を含むセンター関係者を、安全にかつ適時に

研修実施先や用務先等に送迎する業務である。車両運行管理者及び運転担

当者は安全配慮への高い意識、交通法規・法令の遵守、運転マナーや高い

運転技術等が求められる。 

 

1.業務内容（人員体制は 4.参照） 

(1) 管理車両の運行計画の策定業務 

ｱ. センターの職員等、車両予約を担当する者から、車両運行管理者に対

し予約の依頼がある。連絡方法は、軽微なものを除き日程表等書面に

よるが、事前に口頭による打診・相談もある。 

ｲ. 車両運行管理者は、車両運行計画の策定にあたっては、本契約による

以外に発生しうる発注者の支出（追加車両の配置、タクシー使用等）

の総額が節約されるよう、発注者と緊密かつ柔軟な連絡・相談・提

案・助言を行う。 

ｳ. 車両運行管理者は、目的地の確認、駐車場の確認、予想される複数の

ルートからの最適ルートの選定、道路の混雑状況等を予測した上で、

車両運行計画を策定し、出発時刻、帰着時刻を発注者に提案し、指示

を仰ぐ。 

 

(2) 管理車両の運転業務 

ｱ. 車両運行管理者等は、乗車する者に対し、事前の予約の再確認を行

う。 

ｲ. 車両運行管理者等は、交通法規・法令を遵守し、安全運転に努める。 

ｳ. 車両運行管理者等は、運行の途中において管理車両が故障し、修理に

長時間を要する場合または救援を必要とする場合、速やかにその旨を

発注者及び車両運行管理責任者等に連絡し、その指示を受ける。 

ｴ. 運転服務実施中に事故が生じた時は、応急かつ適切な処置の後、速や

かに、車両運行管理者、車両運行管理責任者、発注者に連絡する。ま

た事故の処理が完了するまで、責任を持って適切に対応する。 

ｵ. 車両運行管理者等は、管理車両を車庫に格納したときは直ちにエンジ

ンスイッチから鍵を抜き取り、すべての扉を閉鎖施錠して盗難及び損

傷の防止のための措置を講じ、エンジンスイッチ及び扉の鍵を発注者

の指定する者に引き継ぐ。 

ｶ. 車両運行管理者等は、運行中一時停止するときは、管理車両から離れ
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てはならない。ただし、やむを得ず管理車両から離れる場合、管理車

両の格納時に準じて盗難及び損傷の防止のための措置を講じる。 

ｷ. 有料道路、有料駐車料、フェリーボード等の費用は、受注者の立替払

い請求に基づき発注者が負担する。支払方法は領収書精算により、当

月分を翌々月に請求する。なお、管理車両６台はそれぞれに ETC車載機

を搭載しているが、その他の車両にも ETC車載機の使用を受注者が希望

する場合、挿入する ETCカードは受注者が受注者の負担により用意する

ものとする（ETCカードの所有権は受注者が有する）。 

ｸ. 管理車両は運行終了後直ちに指定の車庫に格納しなければならない。 

ｹ. 当日の運行業務完了後、別に定める「車両運転日報」を毎日作成

し、発注者に報告を行う。 

 

(3)燃料等の購入及び給油業務 

燃料等は、受注者が燃油販売業者との間で年間契約を締結するなどに

より市場価格よりも有利な価格にて給油する。燃料等の調達や給油に

係る経費については、別途精算を行ったうえで発注者が受注者に支払

う。 

 

(4)備品及び消耗品の購入・管理業務 

車両管理に係る備品及び消耗品の費用は、車両運行管理者等からの相

談・提案・助言を受け、必要と判断された場合は発注者が負担する

（次項２（6）のとおり：別途、発注・精算）。 

 

(5)事故の際の処理及び補償対応業務 

ｱ. 車両運行管理者は、事故が発生した場合には、人命を最優先に臨機

の措置をとり、直ちに最寄りの警察署に届け出る。 

ｲ. また、速やかにその旨を発注者の指定する者及び車両運行管理責任

者等に連絡し、指示を受けた上で必要な処置を行う。 

ｳ. 受注者は人身、対物及び車両などの事故については、その損害に対

する賠償責任を負い、かつ、これに伴う一切の費用を負担する（自

動車保険（任意保険）に加入）。 

ｴ. 交通違反があった場合、速やかに発注者に報告する。反則金は受注

者負担とする。 

 

(6)各種申請業務 

受注者は以下の各種申請に関し、発注者に助言し、申請や支払等の手
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続きが円滑に行われるよう補佐する。 

ｱ. 法定点検（車検） 

ｲ. 走行先の自治体が定める条例等による規制への対応（適合証入手な

ど） 

ｳ. その他車両運行に関連する各種申請事項 

 

(7)管理車両の点検整備業務及び修理対応業務（車検、タイヤ交換、定期点

検整備を含む） 

ｱ.車両に故障等の異常を発見した時には速やかに発注者に報告し、対応

を図る。 

ｲ.車両は常に清潔に保ち、必要に応じて洗車しワックスを塗布する。 

ｳ.次の項目について随時点検を行う。 

・各種メーター、表示灯の状態 

・ランプ類、方向指示器の状態 

・サイドブレーキのひきしろ 

・ブレーキの効き具合 

・ウインドウ・ウォッシャー（洗浄液）の噴射状態 

・ワイパーの払拭状態 

・エンジンのかかり具合 

・バッテリーの状態 

・タイヤの状態 

・ラジエータの冷却水量 

・ファンベルトの状態 

・エンジンオイルの量 

・ブレーキオイルの量 

・ウインドー・ウォッシャーの量 

・バッテリー液の量 

・その他の必要な事項（傷・へこみの確認等） 

ｴ.定期点検 

 

(8)その他付帯業務 

研修員の移動にあたっては適宜引率者の誘導補助を行う。 

 

2.車両管理上の留意点 

(1) 車両の保管場所はセンター内の車庫等とする。 

(2) 車両を委託業務以外に使用してはならない。 
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(3) 車両運行管理者等は管理車両の保管について、善良なる管理者の注意

を持って行う。 

(4) 管理車両の管理は運行前点検から運行後点検・清掃までとし、車両運

行管理者等は、常に管理車両の清潔を保ち、点検・整備に努める。 

(5) 車両運行管理者等は車両の状態には常に気を配り、日常的な点検・整

備は自ら行うほか外部で行うべき点検・整備・修理・タイヤ交換等の

必要があれば発注者に積極的に提案・助言する。 

(6) 点検・整備・修理及び消耗品の費用は上記助言を踏まえ、発注者が必

要と判断した場合は発注者が負担する。具体的には受注者が支払を行

った後、毎月の精算報告書で発注者に報告して精算する。 

(7) 車内清掃は毎日行う。洗車は原則、平日の勤務時間内に行うことと

し、週１回以上行う。ただし同時間内に洗車時間が確保できない場

合、または発注者の指示ある場合はこの限りではない。 

 

3.管理車両 

現在発注者が所有する車両は以下のとおり。 

セダン   ：トヨタ クラウン １台 

ワンボックス・ワゴン  ：トヨタ ノア １台（リース） 

：トヨタ ハイエース １台 

マイクロバス   ：日産 シビリアン ３台 

 

4.人員配置及び資格要件 

(1)人員配置  

●車両運行管理者 常勤１名 

車両運行管理者は自ら車両運行業務を実施する。 

また、車両運行管理者を監督する者として車両運行管理責任者を配置

する。（総括責任者の兼務を想定） 

●運転担当者 常勤１名   

必要な場合について、発注者と協議の上、要員の追加配置を可とする。

（追加配置については、本契約には含めない） 
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・業務の実施体制（指揮命令系統）は下図のとおりとする。 

 

 

車両運行管理

責任者 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 車両運行管理責任者は業務を総括し、車両運行管理者に対する監督

を行う。 

・ 車両運行管理責任者は車両運行管理者が運転業務多忙等により管理

車両の運行計画の策定に支障がある場合、車両運行管理者に代わっ

て管理車両の運行計画の策定業務を行い、車両運行管理者に確実に

引き継ぐ。ただし、車両運行管理責任者の勤務場所は受注者の本社

内(総括主任による場合はセンター内)とし、連絡は電話、メール、

FAX 等によることとする。なお、常時連絡用として車両運行管理者

及び運転担当者に対して 2 台の携帯電話代金を発注者が実費で支払

う。また、車両運行管理者及び運転担当者が休暇を取得する場合は

有効な大型第二種免許、大型第一種免許、中型第一種免許のいずれ

かを有する者を受注者が責任をもって手配し、事前に代務の申請を

書面にて発注者に提出し、承認を得ることとする。 

 

(2) 業務要員の追加配置 

ｱ. ４．（1）の通り、必要時に、発注者の指示、もしくは承認により業

務要員の追加配置を可能とする 

 

車両運行管理者 

 

運転担当者 

発注者 

（監督） 

（予約連絡） 

（依頼・相談） 
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ｲ. 追加配置する要員は下記の(3)ｱ.ｲ.ｴ.及びｵ.の資格を満たすこと。 

 

(3) 常勤要員の資格要件 

ｱ. 本業務(運転業務)に携わる要員は、有効な大型第二種免許、大型第

一種免許、中型第一種免許のいずれかを有する者であること 

ｲ. 本業務に携わる要員は、類似業務（公用車または社用車の運行）を 1

年以上勤めた経験を有する者であること。 

ｳ. 沖縄県内の道路事情に精通していること 

ｴ. 心身共に健康であり、本業務を安全に遂行することに問題が無いこ

と。 

ｵ. 安全運転、マナー、個人情報保護、守秘義務等についての研修を受

講していること。 

ｶ. 常勤者のうち、1名は整備管理者の資格を有する者を配置することが

望ましい。 

 

 

5.勤務時間 

 (1)勤務日は原則として、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に定

める日及び発注者が指定する休日を除く毎日とする。 

(2)平日の勤務時間は、8 時 45 分から 17 時 45 分までとする。 

ただし、車両業務責任者は、車両運行の予約状況により、以下①②③

の条件を満たす場合は、勤務開始時刻、勤務終了時刻を日単位で変更

することができる。 

① 8 時 45 分から 17 時 45 分までの間、２人の運転担当者のうち１名

は必ず勤務していること。 

② 1 日の勤務時間９時間（うち休憩１時間）を変更するものではな

いこと。 

③ 各運転担当者の勤務時間を勤務日ごとに記録し発注者に報告する

こと。 

(3)発注者の指示に基づき平日の超過勤務、休日勤務及び休日の超過勤務

を行う。 
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８ 植栽管理業務  

  

 本業務は、センター内の植栽の維持及び施設利用者の安全を確保するため、

以下の植栽維持管理を行うものである。天候、生育状況を考慮した実施計画を

この業務仕様書に基づき作成し、本件業務を実施する。（様式参考例：別紙８-

１「2023 年度植栽管理業務年間作業実施表」）  

  

１ センター敷地内の植栽等維持管理業務  

（１） 対象区域： 

沖縄センターの敷地内の植栽管理（別紙８「建物配置図_(詳細）」の建物部分

以外の範囲） 

  ※樹木等の内容   

別紙８－２「沖縄センター植栽維持管理対象植物」のとおり 。 

※配置  「配置図」については、2024 年度にグラウンド、テニスコート部分

の土地を沖縄県に返還し、大きく植栽の状況が変化したため、改めて新規に

作成する。 

  

（２） 業務内容  

①センター敷地内の植栽維持管理業務を行う。その際、以下の業務にかかる

年間及び月間のスケジュール（業務実施計画）を策定し、発注者の承認を

得て実施する。 年間計画策定時には、ｲ.の作業及び付随する経費計上も

含めること。（消耗品、各種作業代金、追加人員配置等） 

ｱ. 日常業務：常勤者単独で可能な作業範囲・作業内容とする。（センター

施設内の草刈り、緑地管理、鉢物、低木にかかる管理及びせん定、薬剤

散布、施肥、簡易な植栽上の清掃他（苗木つくりは対象外）） 

ｲ. ｱの範囲を超える作業及び各業務：年度毎に計画に沿って別発注とする。 

ｳ. ｲの作業時は、立ち合い、監理を行う。 

②台風等気象災害の対策及び補植については、必要と認められる時点で発注

者と協議し、その協議結果に基づいて速やかに実施する。 

③別紙８－２「沖縄センター植栽維持管理対象植物」及び「配置図」の新規

作成・随時更新を行う。 

 

  

（３） 実施要領  

① 各年度のセンター内の草刈り、高木・中木・低木にかかる管理及びせん

定、薬剤散布、施肥他については、別紙８-１「2023 年度植栽管理業務
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年間作業実施表」の例に倣い、契約当初に５年間の業務工程表（案）を

作成し提出する。各年度の業務開始前に、計画の修正の有無を含めた該

当年度の案を発注者へ提出・承認を得る（様式自由）。  

② 緑地管理について、宿泊棟法面エリアは、基本、自走式芝刈り機の対応

とし、人手による草刈り業務を想定しない。 

③ １（２）①ｱの単独作業範囲は、利用者の多い正門周辺、フロント A及

びニライホール正面玄関前、中庭旗ポール回り、体育館周辺に対し優先

的に作業を行うこととする。 

④指定木植物活性剤養生管理計画にかかる施肥については、今後、大規模

改修工事が予定されているため、工事期間を避けた 2026 年度、2029 年

度の実施とする。（3年に 1回）  

⑤ 上記「①」の計画に含まれていない作業については、発注者と協議・承

認のうえ、追加として実施する。「①」の計画として、当センターが想

定している回数は、以下の通り。当該回数で終了する間隔を考慮して策

定すること。作業の過・不足分及び、適切な作業時期に要修正があれ

ば、⑧の通り措置を提案すること。 

⑥ 敷地外であっても、隣接道路・隣接敷地においては、防犯センサーの影

響にかかる場合は、最低限の除草及びその他雑物の除去を除草時に併せ

て行う。 

⑦ 常に樹木の状況を把握し、軽微なもので措置が必要とされるものにつ

いては、速やかに処理し、経緯及びその結果について報告する。  

⑧  上記のほか、植栽管理のために必要な措置提案をする。  

 

当センター想定の 2025 年度以降の作業回数の目安（年間）。 

気温の変化や育成・養生状況等にあわせながら、発注者と協議の上、作業期

間・回数を設定する。2025 年度は、別紙８-1 「2023 年度植栽管理業務年間

作業実施表（実績）」の半数の業務量を目安とする。 

作業は極力、他の作業と併せて、集中して実施する想定。実施に見合う適正人

数、作業期間を設定すること。 

 

（４） 留意事項  

発注者が日程の変更或いは調整を求める場合は、その指示に従い、発注

者と日程変更について打ち合わせを行うこと。  

  

２ 業務実施上の留意点  

 

（１） 本業務に必要となる機器類、資材（竹垣、農薬、肥料等）等は、年間
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計画時に経費計上を行うこと。 

（２） 本業務に必要な機器類、資材等の保管場所及び作業員の事務・休憩所

は発注者が無償で提供する。なお、業者による多人数での作業時の必要機

材については、持込・持ち帰りを基本とする。 

（３） 本業務で使用する機器類の運転に必要な電力・燃料、及び灌水等に使

用する水は発注者が提供する。 

（４） 植栽管理に使用する機器等で、現在、発注者が所有しているものにつ

いては無償で貸与する(別紙１-３参照)。これら機器等については、台帳を

備えて記録するとともに、受注者の責任において維持管理し、機器等の状

態を発注者に四半期毎に報告する。なお、受注者の責により機器等が故障

等し使用できなくなった場合は、受注者が修理・補修等を行うものとする。 

（５） 植栽管理業務の際に発生した廃棄物は、原則、各作業と廃棄をセット

にし、作業終了時に積込運搬処理を行う。その際は、リサイクル等につい

て積極的に配慮する。なお、産業廃棄物処理法に該当する場合は、マニュ

フェストの写しを提出すること。 

（６） JICA の環境方針(下記 URL を参照)を遵守して業務を実施する。 

(http://www.jica.go.jp/environment/houshin.html) 

（７） 受注者の不注意・過失によって発注者の植栽が損害を被った場合、受

注者の負担により、発注者が要望する対応（伐採、植替え、補植等）の対

応を行う。 

（８） 特別作業 

下記の特別作業が発生する場合は、年間計画に含める、或いは判明し

た時点で該当する年間計画に含めて承認を得ること。（変更承認） 

(ア) ヤシ類等台湾カブト虫及びキムネクロナガハムシ等の駆除 

(イ) 琉球松、まつ喰虫防除 

 

（９） 指定木への活力活性剤の投入と養生管理を行う。（別紙８－３「指定木

等植物活性剤養生管理計画」参照） 

（１０） 本仕様書と現状とが異なる場合は現状を優先する。 

 

３ その他条件  

（１） 業務着工前に年間行程表を提出すること（様式自由）。  

（２） 天候状況により変更を要する場合は、事前に受注者と協議し、文書に

て変更の届け出を提出すること（様式自由）。  

（３） １．センター敷地内の植栽等維持管理業務（２）の業務について、毎

月の報告時に、作業前後の状況がわかるよう、写真を添付した報告書を

提出する。（廃棄物に関する運搬・処理状況、巡回点検結果、突発的事

態への対応の調査結果等を含む） 

  

４ 業務提出物  
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（１） 年間工程表  

提出時期：各年度の３月１５日まで （翌年度計画） 

（２） 月報による実施状況報告  

年間計画に含まれる単独作業以外の場合、原則、作業結果の写真添付

要。 

（３） 最新の「樹木等の内容」 ：別紙８-２を参考 

提出時期：各年度の３月分の実施状況報告に添付して提出  

（４） 最新の「配置図」： ２０２５年度内に新規作成し、各年度に更新する  

提出時期：各年度の３月分の実施状況報告に添付して提出  

 

５ 人員配置   

●植栽主任（常勤 1名）：造園施工管理士もしくは造園技能士資格保持者とす

る。各年間業務に沿った作業計画を策定し、一連の作業を実施・管理をする。

複数名での作業中の際は立ち合い、監理を行う。 

なお、１（２）ｲ.の作業時には、非常勤の追加配置 もしくは 外部発注を可

とする。             

 

   ＜参考＞JICA 沖縄センター 植栽管理面積（概算） 

① 敷地面積 24,224.60 ㎡ 

② 建築面積 6,849.09   

③ アスファルト 2,562.66   

④ コンクリート 1,430.40   

⑤ アスファルト（厚生棟裏駐車場） 283.00   

⑥ アスファルト（正面ゲート横駐車場） 326.35   

⑦ コンクリート（宿泊棟奥側駐車場） 374.30   

⑧ ②～⑦  計 11,825.80   
    

①−⑧ 植栽管理面積 12,398.80 ㎡ 
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別紙８－２

分類：ヤシ 分類：中木

名称 単位 数量 名称 単位 数量

トックリヤシ 本 6 高さ2.0以上3.0未満

マニラヤシ 本 6 リュキュウコクタン 本 7

小計 12 ゴモジュ 本 2

ヒカンザクラ 本 3

分類：高木A（幹周80cm未満） モモイロノウゼン 本 1

名称 単位 数量 　サルスベリ 本 5

テリハボク 本 4 　ネズミモチ 本 1

オオバナサルスベリ 本 5 　トベラ 本 1

カエンボク 本 1 小計 20

ゴールデンシャワー 本 4

コバテイシ 本 2 分類：特殊物

ベンジャミナ 本 1 名称 単位 数量

ホウオウボク 本 1 オオギバショウ 本 1

ヒカンザクラ 本 56 ソテツ 本 10

ホルトノキ 本 1 フチベニタコノキ 本 5

リュキュウマツ 本 5 小計 16

モンパノキ 本 4

ヨウテイボク 本 9 分類：その他

フクギ 本 19 名称 単位 数量

サガリバナ 本 2 オリズルラン ｍ2 114

小計 114 ハナチョウジ ｍ2 35

リュウキュウコクタン 本 14

分類：高木B（幹周80cm以上120cm未満） ブーゲンビリア 本 10

名称 単位 数量 ブーゲンビリア 本 20

カエンボク 本 2 小計 193

ガジュマル 本 4

ゴールデンシャワー 本 4 分類：果樹

コバテイシ 本 8 名称 単位 数量

モンパノキ 本 1 アセロラ 本 2

デイゴ 本 6 インドナツメ 本 1

ホルトノキ 本 2 サポジラ 本 5

ヒカンザクラ 本 25 レンブ 本 1

リュウキュウコクタン 本 1 フェイジョア 本 2

小計 53 ヒラミレモン 本 1

小計 12

沖縄センター植栽維持管理対象植物
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分類：低木（高さ1.0以上2.0未満） 分類：緑地

名称 単位 数量 名称 単位 数量

ムラサキシキブ 本 2 セントオーガスチン ㎡ 8,521

クロトン 本 1 セントオーガスチン ㎡ 4,408

プルメリア 本 9 潅水対象地

ゲッキツ 本 2 小計 12,929

ハイビスカス 本 2

ミッキーマウスノキ 本 1 潅水対象地

小計 17 ニライホール前 ㎡ 132.5

〃 ㎡ 277.7

分類：低木（寄せ植え） 管理棟前 ㎡ 668

名称 単位 数量 プール周り ㎡ 137.5

オオゴンガジュマル ㎡ 21 〃 ㎡ 347

カイズカイブキ ㎡ 60 厚生棟周り ㎡ 422

カポック ㎡ 42 〃 ㎡ 119

ハイビスカス ㎡ 5 208，209セミナー室裏 ㎡ 121

ゲットウ ㎡ 3 小計 2,225

シャリンパイ ㎡ 18

ブッソウゲ ㎡ 52

アラマンダ ㎡ 20

キバノタイワンレンギョウ ㎡ 2

リュウゼツラン ㎡ 2

サンダンカ ㎡ 89

フクマンギ ㎡ 19

アメリカンブル- ㎡ 16

レンギョウ ㎡ 2.7

スーパーキング ㎡ 3

オキナワハイネス ㎡ 15

ツワブキ ㎡ 13

ハマユウ ㎡ 2

ミッキーマウスノキ ㎡ 2.5

ストレッチア ㎡ 2

バンマツリ ㎡ 1

小計 390.2
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指定木植物活性剤養生管理計画 

 

名称 胸高直径 単位 数量 施工年度 

ﾘｭｳｷｭｳｺｸﾀﾝ 11～20 本 22 2026 2029 

ﾘｭｳｷｭｳﾏﾂ 21～30 本 5 2026 2029 

ソテツ 51～60 本 10 2026 2029 

モンパノキ 31～40 本 5 2026 2029 

ホルトノキ 31～40 本 3 2026 2029 

サクラ 1～10 本 1 2026 2029 

〃 11～20 本 19 2026 2029 

〃 21～30 本 32 2026 2029 

〃 31～40 本 22 2026 2029 

〃 41～50 本 8 2026 2029 

〃 51～60 本 2 2026 2029 

合計  本 129   

 

2027‐2028年度は施設の大規模改修工事が予定されているため、契約期間中は

2026，2029年度に実施する。（3年に 1回） 
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９．その他業務 

 

センター施設管理運営業務に付随する業務として１.～３.に示す業務を実施

する。 

 

１.インターネットサービス提供管理業務 

 

センター内コンピュータネットワーク（OIC-LAN）に対するインターネットサ

ービスの提供と管理業務を、通信系業者との再委託により実施する。 

受注者は再委託業者との連絡調整、取りまとめ等を行う。インターネットサー

ビスの仕様については別紙９－１のとおり。 

なお OIC-LANの運用保守は発注者の負担にて行う。 
 

２.ＣＳ放送番組提供管理業務 

 

ＣＳ放送「スカパーＨＤ」で提供される「ムービープラス」及び「BBCワール

ドニュース」について、センター内共調システムを介し、宿泊棟全 104室及び休

憩施設等の計 110室で視聴可能にし、保守点検を行う。（BSと地デジの点検は受

注者が実施する:別紙５設備 １．（2）No.35テレビ放送受信設備保守点検  参

照） 

 

３.旗ポール保守点検業務（2025 年度より実施） 

 

（対象設備） 

 正面玄関前（5ポール）について、以下の作業内容を行う。 

（作業内容） 

ポールの安全性・劣化・ねじ等点検・調整・補修 

（業務周期）２回/年（簡易点検・通常点検）            以上 
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９－１ インターネットサービス仕様書 

 

 

1.サービス提供内容 

(1)インターネット接続サービス回線種別は光ファイバー、PPPoE接続、1Gbps以

上のベストエフォート型とする。 

(2)IPアドレス 

  IPv4アドレスは少なくとも/28（16個）を割り当て、IPv6は/56（/64のネッ

トワーク 256個分）を割り当てられるようにする。 

(3)平均往復遅延時間 

 ISP国内バックボーンネットワーク内の平均往復遅延時間は30ms以内とする。

なお、平均往復遅延時間を定期的に書面等にて報告する。 

 

2.サービス管理 

(1)管理ルータの設置 

  管理ルータを設置し、24時間 365日死活監視、オンサイト保守、トラフィッ

クグラフおよび動作状態オンライン表示等の管理機能を提供する。 

(2)管理ルータの仕様 

ｱ. 管理ルータは 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tに対応した LANインタ―

フェイスを 3つ備える。また、ステートフルパケットインスぺクションに

よるファイアウォール機能を提供する。 

ｲ. 管理ルータは 24 時間 365 日の障害受付およびオンサイト保守対応する。 

 

3.責任分界点 

 本インターネットサービスにおける受注者の責任分界点は、管理棟 3 階サー

バー室に設置されている管理ルータまでとする。 

以上 
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１１．施設整備計画 

 

 

2024 年度   障碍者等機能改修工事 （身障者用駐車場補修、自動ドア更新） 

           工事完了済み 

 

2025 年度 外壁・屋上改修工事 （工事期間 約 10 か月を想定） 

 

2025－2026 年度 大規模改修工事（設計業務） 

/基本設計、実施設計、アスベスト調査など 

 

2027－2028 年度  大規模改修工事 （施設全体対象） 

                （工事期間 21‐24 か月を想定） 

 

大規模改修工事（想定） 

種類 内容 

建築工事 • 解体工事（管理研修棟、厚生棟、宿泊棟本館・別館、ニ

ライホール、渡り廊下） 

• 内装改修工事（管理研修棟、厚生棟、宿泊棟本館・別

館、ニライホール、体育館、プール、渡り廊下） 

• EV棟新設工事 

機械設備工事 • 空調設備更新工事（管理研修棟、厚生棟、宿泊棟本館・

別館、ニライホール、エネルギー棟） 

• 衛生設備更新工事（管理研修棟、厚生棟、宿泊棟本館・

別館、ニライホール） 

• プレハブ冷蔵庫、冷凍庫の更新（厚生棟） 

電気設備工事 • 弱電設備（TV共聴・情報通信・電話設備）、屋外照明設備

更新工事（管理研修棟） 

• 防犯設備（監視カメラ・赤外線センサー）（管理研修棟） 

• 太陽光発電設備更新工事 

• 動力盤、分電盤更新工事（ニライホール、宿泊棟本館・

別館） 

• 中央監視設備、放送設備更新工事（厚生棟） 

• テレビ共聴受信設備更新工事（宿泊棟本館・別館） 

• 舞台音響設備更新工事（体育館） 

• 照明器具 LED化（全館） 

187



別紙 11 

種類 内容 

・EV棟電気設備工事（EV棟） 

 

昇降機設備工事 • EV棟昇降機新設 

  

※2025年度以降は中長期的更新計画であり、毎年見直しがされる。 
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センター敷地・案内図

施設名称 独立行政法人　国際協力機構　沖縄国際センター

所在地 沖縄県　浦添市　字前田１１４３－１

主要用途 研修所

敷地面積 ２４，２２４．６０㎡

棟別 管理研修棟・ニライホール・厚生棟・宿泊棟・体育館・エネルギー棟・渡り廊下　他

構造種別 鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造

建築面積

延べ床面積 １２，８８７.１５㎡

竣工年 １９８４年（昭和５９年）　１９８５年（昭和６０年）　１９９９年（平成１０年）

築年数 ３９年 ３８年 ２５年

設計者 株式会社　久米設計　（旧　株式会社　久米建築事務所）

施工者 第１期工事・第２期工事

建築工事　　　　　　：東急・国場・仲本工業建設工事共同企業体

空調換気設備工事　　：三建・三栄建設工事共同企業体

給排水衛生設備工事　：三建・三栄建設工事共同企業体

電気設備工事　　　　：太陽工業・南西建設工事共同企業体

第３期工事

建設工事（一括発注）：東急・仲本工業建設工事共同企業体

現地案内図

６，８４９．０９㎡

JICA沖縄センター
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